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令和２年第１回牛久市議会定例会予算特別委員会審議日程表 

 

３ 月 11 日

（水） 

午前 10 時 

 

 第３会議室 

 

環境経済部 

建  設  部 

農業委員会事務局 

 

 

 

令和２年度一般会計歳入歳出予算中 

 

 ・環境経済部、建設部等所管の歳入 

 ・環境経済部、建設部等所管の歳出 

 

（令和２年度課別事務事業一覧参照 ） 

 

 

保健福祉部 

 

   

・令和２年度牛久市国民健康保険事業特

別会計予算 

・令和２年度牛久市介護保険事業特別会
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特別会計予算 

 

 

環境経済部 

建  設  部 

 

・令和２年度牛久市青果市場事業特別会

計予算 

・令和２年度牛久市下水道事業会計予算 
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午前１０時００分開会 

○黒木委員長 改めまして、おはようございます。 

 これより、前回に引き続き予算特別委員会を開きます。 

 ちょっと時間が早目なのですけれども、時間、大丈夫ということで、始めたいと思います。 

 本日は、牛久シャトー株式会社の社長であります川口さんに参考人として御出席いただいてお

ります。また、補佐人として環境経済部長、環境経済部次長、商工観光課長が出席しております。 

 ここで、委員各位に申し上げます。川口さんには、承認や説明員ではなく、あくまで参考人と

して御出席いただいて、牛久シャトーに対しての確認事項についてお話を伺うことになりますの

で、質問等をする際は十分配慮されるよう要望いたします。 

 なお、この後、１０時からは令和２年度一般会計予算の環境経済部、建設部等所管の審査が控

えておりますので、委員会運営の都合により参考人の方からお話を伺うのは９時３０分までとい

たします。 

 それでは、牛久シャトーの現在の状況についての御説明や事前の質問事項に対してお答えいた

だきたいと思います。川口さん、よろしくお願いいたします。 

○川口参考人 どうもおはようございます。質問をいただいておりますので、その質問に沿って

お答えします。ただ、いろんな内容で多岐にわたっているもので、私のほうで整理させていただ

いて、その内容ごとに順番にお話をしたいと思います。 

 それでは、最初に営業売上高及び費用に係る御質問が幾つか来ていますので、これに関してお

答えをいたします。 

 まず、営業収支計画について、個別売上高の計画、人件費等の概要についてという御質問をい

ただいております。これに関しましては、今現在、牛久シャトー全体を管理するという名目の中

で、我々は実際にオペレーションをしない部署、それから管理だけをしなくてはいけない箇所と

いうのが点在します。 

 その中で、レストランに関しては、旧キャノン、旧貯蔵庫、それからバーベキューガーデンの

運営をしていきます。そして、もう一つ、スーベニアショップ、ワインを主に扱っていたのです

けれども、ちょっと形を変えてショップという形で運営をしていこうと考えております。 

 売上高に関しては、１年目、ちょっとスタート時期をどう見るかというのがありますけれども、

当初１年、１２カ月で計算して約６，０００万円の売上高を計画しております。それから、バー

ベキューガーデン７，０００万円の売り上げを計画しております。売店も約７，０００万円の計

画をしております。 

 人件費に関しましては、当初４０とか４５いってしまう可能性があったのですけれども、昨今

募集をしている中で、営業的にやはり利益を出さなくてはいけないと。昨今の飲食店の利益率と

いうのは、多分皆さんも御存じだと思うのですが、大体経常で１０％出ればいいとされています。

都会の繁盛店、よく並んで一日中人であふれているようなお店においても、２０％ぐらいという

のが多分今の現状だと思っております。 

 そういう中で、まず飲食施設の人件費に関しては、総人件費率で３５％以内に抑えたいと。も
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っと言うと３０％以内に抑えたいのですけれども、現状を考えると３５％ぐらいが適正というか、

人を集める上での適正かなというふうに考えております。売店のほうに関しては２５％以下を考

えています。後で人の話はもう一度出てくるので、そこで詳しくお話をいたします。 

 以上が営業収支計画についてというところです。 

 収支に関しては、一応３年をめどにイーブンにできるようにという形で、どのように持ってい

くかというと、今使っている店舗に関しては、いわゆる売上高をアップして、きちっと損益分岐

点というものを設けた上で、そこから超えたものに関しては増分収益という形で上がるような、

いわゆる売上高を重視した経営を考えております。 

 以上、営業収支計画については終わります。 

 次、同じような質問で、資金について。報道等における赤字スタート等はわからない。資金繰

りはどうしていくのか。この資金繰りというのは、我々、新会社ですから、幾ら市がバックにつ

いていても、恐らく信用はないと思われます。そういう中においては、資本金を崩しながら回し

ていくというのが現状でございます。 

 その次、令和４年経常損益黒字化への根拠についてということで、先ほどちょっとお話しした

こととダブっているのですけれども、集客力の向上、これはレストランとして、もしくは売店と

しても当然のことなので、行っていきます。 

 どのように行うかということに関しましては、まずレストランに関しては、例えば６０席のレ

ストランがあります。といって、例えば１卓４名座れますとしても、お客様は２名で来れば、当

然ながら半分の３０人しか入らないと。だからといってお断りはできないので、そういうことも

考えながら、いわゆるどういうところで集客するかというと、お昼に関しては団体を入れるんで

すね。旅行会社。それから夜に関しては地元の企業さんとか皆様方のいわゆる貸し切りパーティ

ーみたいなものを順次取り入れていくことによって、営業収益が上がると踏んでいます。ですか

ら、どちらかというと、一般のお客様は大変重要なのですけれども、できれば団体貸し切りみた

いなのをなるべく入れていきたいというふうに考えています。 

 それから、リピーターの増加、当然のことながら、リピーターは大変重要です。ですので、我々

は一見のお客様というのは、基本的に旅行会社だけにして、それ以外は地元重視で考えておりま

す。ですから、地元の方がちょこっと足を運んでくれるとか、そういうような形でお客様の囲い

込みをしていきたいと思っています。囲い込みといっても、当然のことながら、我々が皆様が満

足するものを提供できなければそうなりませんので、そのように努力をしてまいります。 

 客単価の上昇について、これはレストランであると永遠の課題なのですけれども、余り料理の

値段を上げていっても食べる量は人間は決まっていますので、極力、１品についてドリンクをな

るべく飲んでいただけると、どちらかというと利益率が上がると。どこの飲食店でも同じですけ

れども。今までは、よくシャトーなんかで皆さん大変満足していたかと思うのですけれども、飲

み放題をかなりやっていました。これは逆に言うと、結構命取りになるので、今後に関してはど

のようにやっていく、やらないというわけではないのですけれども、よく採算性を考えながらや

っていくと。多分バーベキュー、桜のころに来た方は、テーブルの上に帰るときにどれだけの量
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のドリンクが残っているかって多分目にしていると思います。ワインに関しても、一口くらいし

かつけていなくても、我々は捨てることになってしまいますので、それで昨今、食品ロスという

のはいろいろ言われています。持ち帰りたいとかそういうことは今までもありました。だけれど

も、やはり安全上の観点から、なかなか持ち出していいですよとは言えなくて、逆に言うと、持

ち出したがためにクレームもそれなりに来ます。瓶の口が割れたとか、キャップがとがっている

とか、いろんなクレームも発生するので、ただ、食品ロスがこれだけ言われている中、今後に関

しては何らかの検討はしていこうと思っております。 

 コスト削減、これは当然のことながら、食材にしても、仕入れ商品にしても、コスト、いわゆ

るあいみつをとってきちっと管理をしていくという方向で考えております。食材に関して言うと、

ここでしか買えないものというのが意外とあったり、同じ品物でも鮮度が違ったり、産地が違っ

たりということで、やはり仕入れ額というのは変わってきたり、仕入れ業者も変わってきたりと

いうことがあるので、そこら辺は調整をしながら見ていくという形になるかと思います。 

 広報戦略、これに関してはいろいろ皆さんからお話もいただいたりしておりますが、基本的に

我々はコストゼロでのＰＲ活動に努めます。このＰＲ活動というのは非常に難しくて、なぜコス

トゼロかというと、マスに向かって情報を発信しても、我々が利益を上げられる、もしくは売上

高が立つところのスペースがキャパが決まっているので、余りにもロスが大きくなるんですね。

逆に言うと、そういうことをしなくても、我々のレストランなり売店なりのある程度のキャパが

埋められればいいわけですので、マスを狙ってのキャパは我々はしないので、そこは例えば重要

文化財とかそういう形で考えております。当然のことながら、ＳＮＳやホームページというのは

今現在、もう制作にかかっております。 

 その次、経費削減の取り組みについて、今まであいみつとかそういうお話をしたのですけれど

も、あそこの中というのは、電気、ガス、光熱費が非常にかかっているエリアなんですね。我々

もトータルでの費用は把握できているのですけれども、どこにどれだけの費用がかかっているの

かというのは把握できていないので、今現在、牛久市さんのほうでメーターの取りつけをしてい

ただいていますので、それによってどこにどれだけの費用が落ちているのか、もしくはもう今か

ら３０年以上前ですから、どこかで漏水をしているとか、そういうことも考えられます。ですか

ら、そのチェックを１年間かけてきちっとやっていくという形をとりたいと思っています。 

 事業計画中のレストラン・売店についてという形で、材料の調達など、これからの方向性が見

えないが大丈夫なのか、レストランのシェフ次第とのことだが、素材を生かしたおいしさが一番

だと思うがどうかということに関しまして言うと、まず売店のほうからすると、ほぼほぼもう形

は決めて、ほぼオペレーションができる状態になっています。 

 それから、レストランのシェフ次第という、素材を生かした、これはもう当然のことながら、

おっしゃるとおりで、それに努めていくと。今回応募いただいた中でも、自分でつくりたいとい

う方も中にはいらっしゃいます。いわゆる食材をつくりたいと。園内でつくっていいかという質

問も。そういう方も１名いらっしゃいました。それはいいことだと思うので、牛久だと休閑地が

いっぱいありますので、シャトーの中でつくらなくても、ほかでも借りたりとか、もしくは何て
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いうのですか、委託という形もありますので、前向きに考えていきたいと思っております。 

 以上が営業売上高及び費用にかかわる御質問でしたので、それでその内容に関しては終わりと

させていただきます。 

 続いて、集客にかかわる事案というのは、先ほど少しお話をしましたが、幾つか出ていますの

で、それについてお話をさせていただきます。 

 明確な集客方法はということで、事業内容の具体策、業者との連携、ＰＲやツアー等、それか

らコンサルティング等への投資はということでお話をいただいています。事業内容の具体策とい

うのは、基本的には嘆願書が出ているように、なるべく今の形を崩さないで、なおかつ収益を上

げていきましょうということですので、重要文化財など十分活用しながら、ＰＲはしていきたい

と思っています。 

 一方で、業者との連携、基本的にちょっとこの連携というのは難しくて、難しいというのは言

葉の使い方がちょっと難しくて、ツアー等に関して言うと、私は以前、営業も旅行会社をやって

いました。タイアップ企画はこれからも計画していきます。多分皆さん見たことあるかな、例え

ばはとバスのツアー、シャトーが全面にぼんと載っているツアーがパンフレットに出ていたり、

それから去年、おととしでいうと、日本郵船の飛鳥、大洗に入りました。そのときに大洗からの

日帰り旅行でシャトーのキャノンをレストランとして使う、いわゆる県南エリアのツアー、それ

もシャトーを入れていただいていました。そういうことはこれからもやっていこうと思っており

ます。ですから、連携というよりは、タイアップ企画はどんどん出していくという考え方でおり

ます。 

 それ以外に、今現在、内容はまだ詰まってはいませんけれども、大手旅行会社と、旅行会社も

今までは、ある場所に連れていって楽しんでいただいてという形が多かったのですけれども、そ

れから一歩先に出て、この町にどうやって集客をしましょうかという考え方を持っている大手旅

行会社さんというのはだんだん多くなっているんですね。既にそういう旅行会社とそういう仕掛

けづくりの第一歩という形でミーティングも始めています。まだちょっとお話はできる段階では

ない。 

 それから、ＪＲ東日本さんも、今までは駅を利用してくださる方だけでよかったので、駅の充

実を図ってきました。昨年は、そこから一歩外に出て、町全体を楽しくするとか何かすることに

よって、ＪＲを使ってくれると、ですから川下のほうにだんだん発想をおろしてくれるようにな

りまして、ＪＲさんも今月末ぐらいにお話を進めます。ですから、そういう形でシャトーのＰＲ

をしていくというふうに戦略を立てております。 

 それから、それ以外は先ほどお話ししたように、ネット、ＳＮＳ、ホームページを活用して情

報を発信していきたいと。昨今はやはり求人活動を通してでも、紙媒体よりもしかしたらネット

媒体のほうが、募集が何となく来るのかなというふうな傾向にあるので、ネット媒体というと、

私もそうですけれども、何かちょっと使いづらいというか、もう目も見えないし、文字ちっちゃ

いしと、こんな感じで、もういいやと、こう思ってしまうのですけれども、若い方はやはり多分

携帯がないと生きていかれないというぐらい、いろんな情報を見ていたりしているようなので、
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そういうものを使用して情報を拡散していくという方法をとってみたいなというふうに考えてお

ります。 

 続いて、事業内容について、現在提示されている事業に加えて、１日チャペルを使ったウエデ

ィングや牛久産ワイン以外の企画商品、主流となる商品の展開は考えられているかということで、

これは随時考えております。今はワインケーキ、多分皆さんはワインケーキというと、あれは実

は私が開発しているんですね。私がつくっているのではないのですけれども、味を。それで、今

回ちょっとワインが、今まで使っていたワインがないので、同じ味を出すのが非常に難しい。な

ぜ難しいかというと、ワインの中にタンニンが入っているんですね。タンニンに熱を加えると苦

味になっちゃうんですね。苦味を食べると、皆さん多分、食べた後喉ごしにえぐみを感じるんで

すね。そういうものが出ないようなワインを探しながら開発を現在しております。ですから、数

種類のワインケーキは考えております。 

 それ以外で言うと、ちょっとこれは後で話したほうがいいかな、それ以外はワインをふんだん

に使ったビーフシチューとか、今までありましたけれども、そういうものも私が開発しているの

で、そういうものはなるべくつくっていきたいと。ただ、ロット数がやはりありますので、委託

でつくらせるので、だからそれだけ売れないと、ちょっとつくるときはたえられないということ

です。 

 その次、同じ集客関係で、滞在型観光の具体策についてということで、滞在期間を延ばすよう

な取り組みとしてどのような計画を考えているかという御質問ですけれども、まずガイドツアー、

いわゆる試飲を含めたガイドツアー、実は記念館の地下１階の一番奥にテイスティングルームが

あるんですね。御存じあります。ちょっと暗くなっているのですけれども、実はそこにたるの上

に１枚の板が乗っていまして、結構分厚い板なのですけれども、そこにイタリアンライトが入っ

ているんですね。板にだから穴があいているんですね。そこの穴の上に赤ワインを注いだグラス

を置くと、ワイングラスにビロード色に光が入ってきて非常に美しい。それはちょっと実は私、

パクったのですけれども、ある日本画家の家に行ったら、そういうのがありまして、パクってい

いかと言ったらパクっていいと言うので、そういうことをやっていますので、そこでツアーガイ

ドを含めて最後に試飲をしていただくと。これに関しては基本的に有料ツアーを考えております。

そういう滞在型。 

 もう一つは飲食施設で、昨今、アウトドアがはやっています。皆さんも多分やる方いらっしゃ

るかと思うのですが、私もやります。それで、アウトドアで、この中は、シャトーの中は車が必

ず通りませんので安全なので、宿泊施設はないのでデイキャンプ、ある一部をテントを張ってい

いですよとか、ある一部をいわゆるバーベキューエリアみたいな形で、もう食材を大きいものを、

鳥だったら鳥１匹ばん、肉だったら牛肉をぼんと大きいのを出して、機材だけ全部お貸しして、

そこで１日楽しめますよ、自分たちで好きなようにやってくださいというエリアをつくろうかな

というふうに検討しております。そうすることによって、実は人件費も削減になりまして、道具

だけお貸しすれば、全て自分たちでやっていただけるというところで、そういうことを考えてお

ります。 
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 続いて、アクセスについてということで、公共交通利用、自家用車来場、おのおのアクセスし

やすく、長時間滞在できる工夫はということで、今お話しした内容を行いますと、その際に駐車

場の利用はアルコールの提供について配慮が必要と思われるがということで、当然アルコール飲

料の販売ですから配慮はいたします。酒税法で定められた表記事項に関してはきちっと表記する

という形でやっていきます。 

 続いて、事業計画についてということで、ちょっとこれは内容が事業計画ではなくて再開の時

期、いつごろを目標としていますかという質問と、初年度から赤字だが黒字転換の具体的な見通

しはという、それから中長期計画を作成するのかという御質問ですけれども、まず一番上の再開

の時期について、現在の社会状況、皆さんも周知のとおりコロナウイルス、オリンピックもどう

なるかわからない状況まで来ております。今まで私どもの施設、昨年の１２月から１社、旅行会

社のツアーを入れておりました。２日に１回大体立ち寄ります。その旅行会社もついにキャンセ

ルということで、４月まで全部キャンセルになりました。この状況でいくと、４月までキャンセ

ルということは、旅行会社に提案しても、その旅行会社がだめだということは、大手は全部だめ

ですので、オープンに関しても、今までは４月の中旬ぐらい、売店に関しては免許がおり次第、

オープンする予定で準備を進めていたのですけれども、ちょっと状況を見ながら判断をさせてい

ただきたいというお話をあした市長のほうに入れます。 

 もしこれで人を雇ってしまうと、１店舗当たり２００万円ぐらい、２００万円強の人件費がか

かります。ということは、資本金を崩すにしても、人件費で何カ月もつのという話になってしま

いますので、今もちろん面接はしていますけれども、時期に関して御相談すると。それでも待て

ないという方はいたし方がないというふうに判断したいと思っています。 

 それから、初年度から赤字だが黒字の具体的な見通しということは、先ほどお話ししたように、

売り上げ、いわゆる損益分岐点をしっかり決めた上で、それ以上の売上高を確保していくという

ことが一番だと思っているので、そのような形で行っていきます。 

 中長期計画、まだ会社ができ上がったばかりですから、中長期も何もないので、まず１年２年

と、３年間は今言ったやり方でやっていって、３年目に黒字化が難しいともしなったときには、

計画を再度練り直すという形にしていきたいと思っています。 

 その次、テナントの誘致について、数社からの問い合わせがあったとのことだが、具体的な交

渉をしていく上で、レストラン、駐車場それぞれのどのように事業者を選択していくつもりでし

ょうかという御質問に関して、今業者の選択に関しては、基本的にワイン文化の継承をする場所

であるというところで、なるべく飲食施設ということで考えておりましたが、昨今のこの状況を

考えると、ここ数カ月で飲食店が手を挙げるところは多分ないと思われます。 

 今現在、私のほうに３社視察に来ました。そのうちの２社は、ちょっと我々が望む賃貸料では

全くないというところで、具体的に言うと２０万円とかそういう話なので、我々は５，５００万

円を背負っているわけですから、収益の上がる場所が５カ所しかない中で、１店舗、一番大きい

ところを２０万円で借りたら、あとどうするのという話になってしまいますので、それはこちら

からもお断りせざるを得ないと。 
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 それから、大体そうなんですね、東京でステーキのチェーン店をやっているところも見に来て

くれました。虎ノ門の高層ビルでやっています。数店舗持っている、やはりそこは約８０席ある

キャパを、ほかに飲食店がこの中に点在する中で、とても、いわゆる中でのお客様の取り合いに

なってしまうので、規模的に難しいですよねと、まあおっしゃるとおりなのですけれども、そう

いうことで、そこも断念しております。 

 もう１社はつい先日、そこの場所と道路の外側、駐車場側にある昔のワインショップ、もしく

はパン工房だったところ、ここは社会福祉事業をやりたいというふうにおっしゃっています。い

わゆる社会福祉事業レストラン。それに関しては、あちらの場所は我々の希望額とほぼ一致ぐら

いの希望額で考えられるということなので、もう一度事業内容を練り直して提案をいただくこと

になっております。 

 それ以外に牛久市のほうに２社来ているようですので、それは牛久市さんのほうで詰めていた

だいて、条件が一番いいところで貸したいというふうに考えています。 

 続いて、直営事業の人材確保の状況について、レストラン及び物販スタッフの募集状況とシェ

フに関してどのような人材を考えるかということで御質問をいただいております。 

 まず、状況からお話しすると、物販のほうに関しては、ほぼほぼスタッフはそろっています。

そろっていますというか、募集が来て、もう１次面接もほぼ終了しているので、我々が採用とな

ればすぐ採用して、あとは酒類の販売免許がおりればスタートができる状況ではあるのですけれ

ども、昨今の状況で、あけたところで多分お客様がいないということになるので、ちょっとオー

プン時期に関して御相談と、社会状況を把握しながらという形になるかと思います。 

 それから、シェフに関して言うと、シェフは今現在４名来ております。１名はフランスでフレ

ンチの経験のある方でホテル。ほとんどの方がホテルでやっている方です。ですから、できるか

なという状況まで来ていると。ただ、まだ雇うか雇わないかという状況と、いらっしゃっている

方が現役の方もいらっしゃれば、もう何月でやめますという方もいらっしゃるので、それと我々

のオープン時期とがマッチするかというのが多分キーになる。 

 その４名は、私はまだ面接していないのであれですけれども、履歴書だけを見る限り、多分通

用すると。１人に関してはホテルの宴会場で料理をつくっている方なので、いわゆる多国籍料理

なんかも、中華、和食、洋食と。その方は、私個人的には非常にいいのかなと、いわゆる牛久の

場に合っているのかなというふうに。ただ、我々が目指しているところのレストランからすると、

それはないのですけれども、もしかすると今後、テラスとか借り手がない可能性があります。そ

うすると、じゃああそこをどのようにするかということも既に考えてはいるのですけれども、皆

さん多分使われて、あそこはどういうレストランが可能かという箱を見てもらうと、多分洋食、

もしくはビアレストラン、いわゆるライオンさんとかそういうレストランというイメージがある

と思うのですけれども、私もそのイメージでした。 

 ところが先日、某テレビでキムタクがやっていたところの料理を監修した方とお会いしました。

それで、見に来てくださって、一応借りていただこうと思って話をしたのですが、やはり難しい

と。規模もでか過ぎるというところで、ただ、料理学校の講師もやっていらっしゃるので、人の



 - 130 - 

話は一応お願いはしてあるのですけれども、その方から和食もいけるんじゃないというお話をち

ょっといただいたので、ただ、多少の改装は必要になりますけれども、ああ、和食って意外と念

頭に入れてもいいのかなと。 

 集客面からすると、実は和食が一番の売上高が高かったんですね、かつてにおいては。なぜか

というと、法事客がいらっしゃる。牛久大仏とタイアップしたりしていたので、牛久大仏からの

法事客が、多いときは月に１０件ぐらい来るんですね。そうすると、法事のお客様というのは値

引きがないんですね。客単価が大体５，０００円、８，０００円、１万２，０００円。こう出し

ていくと、大体日本人の感覚からして真ん中の８，０００円に落ちるんですね。そうすると、通

常来てくださるお客様の客単価の２倍から３倍になるんですね。なので、和食は売上高がとりや

すいので、和食というお話が出たので、ちょっと改装して和食ができるのであれば、またその料

理人がいるのであれば、何か使い方はもしかしたらあるのかなというので、ちょっと状況を見な

がら考えていきたいと思っております。 

 一応これで以上です。 

○黒木委員長 ちょうど時間いっぱい、本当にありがとうございました。 

 本来なら時間があれば皆さんにちょっと質疑応答という形にできればと思ったのですが、お約

束の時間が９時半ということなので、また何か機会があれば、また社長にお越しいただきまして

お話を伺うというような方向をとりたいと思います。社長、どうもありがとうございました。 

 以上で参考人に対する質疑を終結いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は１０時といたします。 

午前９時３１分休憩 

                                    

午前９時５７分開議 

○黒木委員長 皆さん、改めましておはようございます。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 スポーツ推進課長より牛久運動公園の運動施設を運営する事業費の内訳説明書、社会福祉課長

より市町村疾患別自立支援医療費認定者数、高齢福祉課長より平成３１年度牛久市シニアクラブ

連合会事業計画（案）について、それぞれ配付の依頼がありましたので、これを許し机上に配付

しました。また、建設部より令和２年度当初予算位置図について配付の依頼がありましたので、

これを許し机上に配付しました。 

 まず、執行部の説明につきましては、令和２年度の新規事業や制度の改正等を含め、特に説明

を要する内容についての歳入歳出の順にて御説明をいただきたいと存じます。その後、質疑応答

の方法で審議をいたしたいと思います。 

 なお、発言する場合には挙手によって発言を求め、委員長の許可を受けた後、マイクを使用し、

発言するようお願いいたします。また、発言をする際は着席をしたままで結構ですので、あらか

じめ申し添えます。 

 これより議事に入ります。 
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 令和２年度一般会計予算の環境経済部、建設部等所管について問題に供します。 

 まず、執行部の説明を求めます。環境経済部長。 

○藤田環境経済部長 おはようございます。環境経済部の藤田です。 

 令和２年度環境経済部の一般会計予算の概要につきまして御説明をいたします。 

 環境経済部全体の歳出予算額は２４億３，０８８万７，０００円となっておりまして、うち７

億４，９３３万５，０００円の歳入を見込んでおります。前年度と比較いたしますと、歳出は６

億５，３２６万１，０００円、２１．２％の減額となっており、歳入は２億９，５８７万５，０

００円、２８．３％の減額予算となってございます。 

 それでは、各課の予算の特徴につきまして御説明をいたします。 

 まず、環境政策課ですが、歳入予算額は前年度比２３７万８，０００円増額の５，０１２万４，

０００円となっております。増額の主な理由としましては、合併浄化槽設備設置に対する国庫補

助金の増額となっております。これは単独浄化槽から合併浄化槽への転換を図るため、補助対象

として宅内配管分が追加になったためでございます。歳出予算額は、前年度比９６２万円増の１

億９，９６７万４，０００円となっております。これも同じく合併処理浄化槽の転換の補助対象

が追加になったためでございます。 

 次に、廃棄物対策課でございます。歳入予算額が２億３，６９６万８，０００円で、前年度と

比較しますと２億８，６７４万円の減額となります。歳出予算額につきましては、１２億６，７

２２万円で、前年度と比較しますと５億７，９０６万８，０００円の減額となっております。歳

入歳出予算の主な減額の理由につきましては、清掃工場のごみ処理能力を維持するため、平成２

７年度から５年間で実施しておりました長寿命化工事、こちらが令和元年度をもって終了したこ

とによる減額となってございます。 

 次に、農業政策課ですが、歳入予算額は３，５３７万５，０００円で、前年度と比較しますと

２，９６４万円の減額となっております。減額の主な理由としましては、小坂町にあります営農

経済センター、これはＪＡ水郷つくば大根生産部会の大根洗浄器を増設する事業が終了したこと

によるものでございます。歳出予算額は１億４９４万９，０００円で、前年度と比較しまして１，

８２６万２，０００円の減となっております。主な減額の理由としましては、先ほどの大根洗浄

器の増設の事業が終了したこととなりますけれども、一方では土地改良区関係の新規事業等の増

額もあるということになってございます。 

 次に、商工観光課ですが、歳入予算額は４億２，３７４万４，０００円で、前年度と比較しま

すと１，５００万３，０００円の増額計上となっております。増額の主な理由としましては、牛

久シャトー関連経費の増ということになってございます。歳出予算につきましては、８億５，９

０４万４，０００円を計上し、前年度よりも６，５４７万７，０００円の減額となっております。

減額の主な理由につきましては、企業誘致奨励金の見込みが前年度よりも減額となったというこ

とによるものでございます。 

 最後に、農業委員会につきましては、歳入予算額が３１２万４，０００円で、前年度と比較し

て４万５，０００円の増額となっております。歳出予算額につきましては、１，６９６万６，０
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００円で、前年度と比較して１３９万１，０００円の増額となっております。これは、農業委員

及び農地利用最適化推進委員の改選に伴い欠員分の補充によるものでございます。 

 以上が環境経済部の令和２年度の予算の概要となります。 

○黒木委員長 建設部長。 

○山岡建設部長 おはようございます。建設部の山岡です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、建設部所管の令和２年度の予算概要につきまして御説明をさせていただきます。 

 建設部の歳入予算総額は５億１，６７８万５，０００円で、前年度と比較しますと１３．１％、

５，９６６万５，０００円の増額計上となっております。これは、主に国庫補助金の増額による

ものでございます。歳出予算総額は２２億８，３３７万円で、前年度当初予算と比較しますと５．

６％、１億２，１２０万４，０００円の増額計上となっております。増額の主な理由といたしま

しては、エスカード牛久ビルの公共施設実施設計や、既存団地の排水路整備などを計上したこと

によるものでございます。 

 次に、各課における予算の概要につきまして御説明をいたします。 

 初めに、道路整備課でございますが、歳入につきましては、国庫補助金、道路占用料などで、

歳入総額は前年度比６．４％、２，０２１万６，０００円増の３億３，４２４万９，０００円の

計上となっており、歳出につきましては、前年度比３．４％、３，３３９万円増の１０億２，１

６６万２，０００円の計上となっております。歳出の主な事業でございますが、道路維持費にお

きましては、市道の補修委託、また舗装修繕計画に基づく市道２９９０号線、カントリーライン

等の舗装修繕など２億６，５８１万７，０００円を計上してございます。道路新設改良費では、

継続して市道２３号線の整備、通学路整備、狭隘道路の拡幅など５億４，３０７万６，０００円、

また排水路整備として既存団地排水路の整備など１億６，３５０万７，０００円を計上してござ

います。 

 次に、都市計画課でございますが、歳入につきましては、国庫補助金、エスカード牛久ビル賃

貸料などで、歳入総額は前年度比７７．８％、４，７６９万９，０００円増の１億８９７万５，

０００円の計上となっており、歳出につきましては、前年度比１４．２％、７，８６８万２，０

００円増の６億３，１１２万７，０００円の計上となっております。主な事業でございますが、

都市計画総務費におきましては、都市計画マスタープランの改定、北部地域宅地開発に関する業

務委託など８，４４９万５，０００円、駅周辺整備費として牛久駅西口ペデストリアンデッキ改

修実施設計、エスカード牛久ビル公共施設実施設計など２億８，４８５万８，０００円を計上し

てございます。 

 次に、空家対策課につきましては、前年度比７％、７９万８，０００円減の１，０６６万６，

０００円を計上し、引き続き空き家の把握に努め、管理不全の空き家に対し指導・助言を行うと

ともに、空き家バンクの利用促進、空き家所有者等を対象にした無料相談会の開催など、空き家

等対策計画に基づき、空き家の発生抑制、空き家の利活用及び管理不全空き家の解消に向けて取

り組んでまいります。 

 次に、建築住宅課でございますが、歳入につきましては、国庫補助金、市営住宅使用料などで、
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歳入総額は前年度比２．５％、１７８万３，０００円増の７，３５６万１０００円の計上となっ

ており、歳出につきましては、前年度比２８％、１，６６５万３，０００円増の７，６０５万７，

０００円の計上となっております。主な事業でございますが、建築指導費におきましては、木造

耐震化診断など７１２万３，０００円、住宅管理費では老朽化した木造住宅解体や猪子住宅建て

かえに伴う実施設計、用地測量など６，８４６万１，０００円を計上してございます。 

 最後に、下水道課となりますが、公共下水道費において、今年度より特別会計から企業会計に

移行することから、下水道事業会計負担金、特別会計事業においては繰出金でございましたが、

前年度比１．２％、６７２万３，０００円減の５億４，３８５万８，０００円を計上してござい

ます。 

 以上が建設部所管の予算概要でございます。 

 また、先ほど委員長より御報告いただきましたが、お手元に道路整備課における事業箇所を示

す令和２年度当初予算位置図をお配りさせていただきましたので、御参考にしていただければと

思います。 

 以上でございます。 

○黒木委員長 執行部によります御説明は終わりました。 

 これより環境経済部、建設部等所管について質疑を行います。質疑のある方は御発言願います。

加川委員。 

○加川委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 環境経済部所管の２つの事業についてお伺いいたします。予算書の９７ページ、０１０７番、

「路上にて死亡した犬や猫の死体を処理する」、こちらは生態系など、最近非常に変わっているよ

うで、ハクビシンやアライグマがひかれている例もあるかと伺っております。直近二、三年の例

として、おわかりになる範囲で、その始末した遺体の種別、また地域、件数などをお示しいただ

ければと思います。 

 また、こちらは市民の方からの質問で、もし自分が遺体を見つけたとき、またはひいてしまっ

たとき、どのような処置をすればよいのかということでございます。 

 続きまして、予算書１０３ページ、０１０８番、「ふれあい訪問収集を実施する」、こちらはひ

たち野でも最近、山積みにごみがなっているような住宅が目立ちまして、非常にもしかして件数

的にふえているのではないかなというふうに推察いたします。過去、直近の利用件数、またはふ

れあい収集を行うに至った事由などをお示しいただければと思います。 

 以上２点です。 

○黒木委員長 環境経済部次長。 

○梶環境経済部次長 おはようございます。加川委員の御質問にお答えします。 

 まず、路上で亡くなっている犬と猫の実情でございます。平成２７年がトータルで３４６頭、

犬が１頭、猫が１９２頭、その他ということで、先ほどのハクビシンとかタヌキとかイタチとか、

そういったものが入りまして、ごめんなさい、３５６でした。それで、直近の３０年の実績とし

ては、犬が２頭、それから猫が１２５頭、その他の動物が１９０頭ということで、３１７頭とい
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うことになります。 

 処理の方法につきましては、委託業者のほうが回収をしまして供養をしていただくという形を

とっております。市民の方が発見した場合の処置なのですが、市役所のほうにお電話いただけれ

ば、私どものほうで業者のほうに連絡をして回収をするという形になります。以上です。 

○黒木委員長 廃棄物対策課長。 

○栗山廃棄物対策課長 おはようございます。廃棄物対策課の栗山です。よろしくお願いします。 

 加川委員の御質問にお答えいたします。 

 まず、件数なのですが、平成２９年度が末で６０世帯、３０年度末で５１世帯で、今年度は２

月末時点で６８世帯実施しております。 

 開始した理由なのですが、本来であれば家庭から出ているごみというのは集積所まで各自が持

っていっていただいて、それを収集することになっていますが、やはり集積所まで持っていけな

い障害者や高齢者の方に対して玄関先までごみの回収をしてというのが、持っていけないからこ

ちらのほうで玄関先まで持っていって回収しましょうというのが、始まった目的になります。以

上です。 

○黒木委員長 加川委員。 

○加川委員 ただいまの最初の御質問で、「犬や猫の死体を処理する」という事業で、主に集中し

ている地域などがございましたらお示しください。 

 また、ふれあい収集を、訪問収集を実施するに至った理由ということで、御近所の方の通報も

しくは御本人の申し出等の背景がある場合は、そちらもお示しください。以上です。 

○黒木委員長 環境経済部次長。 

○梶環境経済部次長 正直なところ、幹線道路が一番多いというふうに聞いています。我々が受

ける電話についても、主要幹線道路の太い道路が多いですね。どこに集中しているかというのは、

その道路だけであって、地区という感じではないですね。 

○黒木委員長 廃棄物対策課長。 

○栗山廃棄物対策課長 申請なのですが、御本人というか、身内の方から来る場合も、要するに

御子息の方で牛久に住んでいなくて、高齢者の方だけ牛久にいる場合なんかは身内の方から、お

子さんあたりから来る場合もあるし、あとケアマネジャーなんかも、うちに訪問していると思い

ますね。ケアマネジャーからなんかの相談もございます。本来でしたら、こういうものを使わず

に近所の方で見守っていただいて、近所の御協力のほうでお願いしていただければ一番いいので

すけれども、そういうものもできない方もいらっしゃるので、そういう方から申請があります。

以上です。 

○黒木委員長 次に質疑のある方。鈴木委員。 

○鈴木委員 よろしくお願いいたします。まず最初に、３点ほど聞きたいのですが、予算書の９

７ページ、０１０９の「地球温暖化対策を推進する」ということで、この辺の対策は何をしてい

るのか、環境配慮型機器導入補助金ということで、この環境配慮型機器というのは一体何なのか、

もうちょっと具体的に御説明いただければと思います。 
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 それから、９９ページの、次のページの０１０４の「奥原地区へ環境整備の補助をする」とい

うことで、これは補助金として地球環境整備推進補助金というのがあるのです。この地球環境整

備推進地域ですね、地域環境整備推進という、この内容をちょっとお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それから、１１１ページ、０１０７「企業誘致・進出希望企業を審査する」、これは概要のほう

の１９ページにもあるのですが、この進出希望企業審査のその報償費として５社に対して交付す

る予定だということなのですが、この５社というのは具体的にどこを指すのかをちょっとお知ら

せいただければと思います。 

 以上３点です。 

○黒木委員長 環境経済部次長。 

○梶環境経済部次長 地球温暖化対策のうち、環境配慮型の機器の導入ということでお答えをし

たいと思います。 

 これは補助事業でありまして、主に家庭用の燃料電池、コージェネレーションシステムという

のがあります。そちらのほうの導入について補助金を支出するものです。これ以外にも環境配慮

型として、自然冷媒を使ったヒートポンプの給湯器とか、あとは潜熱回収型の給湯器という、ガ

ス式、灯油式、いろいろありますけれども、そういったものを導入されたときに補助を交付する

という形になります。以上です。 

○黒木委員長 廃棄物対策課長。 

○栗山廃棄物対策課長 鈴木委員の御質問にお答えします。 

 この補助金なのですけれども、清掃工場など特定の施設を建設する場合において、地域住民が

行う地域環境向上のための事務及び事業に対して補助しているものであります。奥原地区へは清

掃工場建設時に牛久市と協定を結びまして、現施設のうちは補助金を毎年交付するということに

なっております。以上です。 

○黒木委員長 商工観光課長。 

○大里商工観光課長 商工観光課、大里です。よろしくお願いいたします。奨励金の御質問につ

いてお答えをいたします。 

 ２年度交付予定５件ということで、その企業名ということなのですけれども、まず桂工業団地

のゼリア新薬工業、こちらは倉庫棟、２期の３年目の交付となってございます。続きまして、奥

原工業団地のホギメディカル、こちらは新しいキット工場、こちら２年目の交付となります。次

が、桂工業団地の日本アトマイズ加工、こちらは倉庫棟、こちらは３年目の交付となります。次

が、桂工業団地のあじかんですね。こちらは新工場、こちらは２年目の交付となります。最後で

すが、阿見インターから桂工業団地方面に向かったところにある樋口物流、こちらは物流センタ

ー、こちらは２年目の交付ということで、５件、合わせまして３億３，５９３万円交付を予定し

ております。以上でございます。 

○黒木委員長 続きまして、質疑のある方、挙手を願います。北島委員。 

○北島委員 改めまして、おはようございます。 
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 まず、１０１ページ、０１０２、その１２番の番号がついていますが、委託料のうち、施設点

検整備、ちょっと高いような感じがしますが、どういう作業をしているのか、そしてその委託先

及び、例えば常駐の人がいるとかいないとか、そういう点、ちょっと詳しく教えてください。 

 それから、同じく清掃工場関連ですが、同じページの一番最後のところ、工事請負費として９，

６００万円、修繕工事だろうと思うのですが、その工事内容。 

 それから、次に３３ページ、歳入の項ですが、雑入で牛久シャトー賃貸料が計上されています

けれども、現段階ではまだ答えにくい部分もあると思いますが、実際はどのくらい、それとも全

額なくなるのか。そこら辺の見解をお示しください。 

○黒木委員長 廃棄物対策課長。 

○栗山廃棄物対策課長 お答えします。 

 点検整備の内訳ですが、５点あります。まず、１点目は、焼却炉を稼働させた際に発生する焼

却灰、これを除去する炉内清掃。あとは、定期的な点検整備を行う予防保全です。これは主に焼

却施設の余熱利用施設及び資源化施設の破砕機や選別設備等の点検整備になります。あと１つは、

焼却施設で発生した飛灰を処理場へ持ち込むため、セメントと混ぜて固化する施設です。あとは、

ピット内でごみを炉のほうに移動するためのクレーンの点検整備。あとは、粗大ごみ、大きいも

のを細かく砕くためにやる切断機、あとペットボトル、これを回収していますので、これを小さ

く圧縮しているのですが、それの減容機などの点検整備を行って、部品等の交換等を行っており

ます。 

 もう１点、工事の内容なのですが、令和２年度の工事は二、三件です。まず１点目が、２次破

砕機で発生した破砕物を選別して輸送するためのコンベヤーのベルト等の交換工事。あとは、焼

却炉で発生した排ガスを外部へ排出するための誘引通風機というもの、これのインバーターの修

繕工事です。 

 あと、焼却炉で可燃ごみ等を燃焼させたら排ガスと熱が発生しますが、その耐火物というのが

ありまして、その炉の中にあるものを、発生した熱とガスを外に漏らさないように炉の内側の修

繕をする焼却炉耐火物更新工事になります。 

 それで、常駐業者というのが、クリーンセンターの場合、運転管理を委託している業者があり

まして、簡易なものにつきましては、部品だけこちらで調達して、その常駐業者のほうに修繕の

ほうをお願いしています。それで、あとこれ、牛久のクリーンセンターは三菱重工でつくったも

のでありまして、三菱重工しかできないものは三菱重工と随契をしていますし、入札できるもの

については入札により業者を決定しております。以上です。 

○黒木委員長 環境経済部次長。 

○梶環境経済部次長 北島委員の御質問にお答えします。 

 牛久シャトーの賃貸料、３３ページ、施設の賃貸料として５，５４４万円、オエノンホールデ

ィングス株式会社にお支払いするものと同額で、牛久シャトー株式会社からいただくという予算

の計上になっています。 

 それで、この間、一般質問でも部長のほうからお答えしたとおり、賃貸契約書の中には、今回
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牛久シャトー株式会社と結んだ賃貸契約書の中には、本年度の２月・３月分については賃貸料を

求めない、それから来年度については、令和２年度については１年分を来年の３月にまとめてお

支払いいただくという内容になっています。それで、特記事項としまして、その時点の決算見込

みを、その会社の決算見込みを見ながらそこで判断をさせていただいて、そこで猶予をするしな

いというのを決めたいというふうに考えます。 

 内容でしたね、ごめんなさい。全額かどうかというのは、先ほど社長がお話ししましたとおり、

できるだけ赤字が出ないようにやっていきたいということで、その部分についてはこの賃貸料ま

で含んだ形で社長のほうは答弁していますので、できるだけ赤字を抑えながら、赤字が出た場合

は、資本金のほうから支出をしながらやっていくという形をとるというお話になっています。以

上です。 

○黒木委員長 北島委員。 

○北島委員 その施設点検整備の委託料なのですが、作業報告書あるいは標準作業手順書等ある

と思うのですが、そういうのは見ることはできるのでしょうか。それで、というのも、どれだけ

の人数が、どういう技術者レベルの人たちがどういう作業をしているか見ると、金額はじき出し

できるはずなんですね。同時に、その報告書の中には部品交換等、ともすれば、こういう特殊な

施設はメーカー言いなりでお金を払わざるを得ないケースが多いので、しっかりチェックしてい

ると、おまえのところは高いぞと言える根拠をやはり持つ必要があると思います。 

 それで、国のいろんな標準の金額を出している工事等、そのほか保守管理についても出してい

る資料等は刊行物でありますので、そういったものと比べてどう違うのかというのをぜひやって

ほしいと。 

 それと、次、修繕工事については聞きましたので、それでいいです。 

 それから、シャトーの賃貸料ですが、オエノンとの賃貸借契約書は資料としていただいている

のですが、牛久シャトー株式会社との契約書、これはぜひ欲しいと思います。その中にこの２・

３月分は免除と。そして、猶予についても条項があるということ、それをぜひ渡していただきた

いということです。それをぜひやっていただきたいのですが、やりますかどうかということです。 

○黒木委員長 廃棄物対策課長。 

○栗山廃棄物対策課長 今御質問いただいたものについては、ちょっと自分も通常の工事の完了

報告書というのは、こう厚いのが出てくるのですけれども、それは見ているのですけれども、そ

こまでちょっとあるかどうかについてははっきりわからないので、極力やるようにします。以上

です。 

○黒木委員長 環境経済部次長。 

○梶環境経済部次長 北島委員の再質問にお答えします。 

 牛久シャトー株式会社との契約書につきましては、会社とのちょっと協議をさせていただいて、 

お出しできる方向で考えたいと思います。以上です。 

○黒木委員長 続きまして、甲斐委員。 

○甲斐委員 おはようございます。よろしくお願いします。３点質問いたします。 
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 まず、４７ページ、０１０７「未利用地を売却する」の科目なのですが、この中でまず場所を

お示しいただきたいのと、あとその下の工事請負費の解体撤去工事ということで予算計上が上が

っています。この解体の工事が未利用地の売却にどう関連するのか御説明をしてください。 

 ２点目といたしまして、１２３ページ、０１０５「都市公園や一般公園を安全に管理する」１

４６万１，０００円ということで、これは別の角度からちょっと御質問させていただきたいので

すが、教育委員会さんのほうに実は御相談をさせていただいて解決はしているのですけれども、

公園の遊具施設、小さいお子さんが遊ぶ遊具施設と、運動をする、スポーツをするようなところ

の同じスペースの公園が向台地区にあったのを、住民相談を受けました。教育委員会さんのほう

で、学校側に指導をして解決はさせていただいているのですが、その公園の掲示案内に、そこで

サッカーだったのですけれども、サッカーをしてはならないとは書いていないんですよね。気を

つけて遊ぶようにみたいな書き方をしておって、住民の方が困ったということで、それに関して

今後、混同しないように明確化していくのか、どのように考えていくのか、方向性の確認をとり

たいと思います。 

 それと、１１７ページ、戻ります。０１０６、０１０７、一緒なのですけれども、「都市防災推

進事業で市道を整備する」と「再生整備事業で市道を整備する」の二科目なのですが、こちらも

場所と工事内容のお示しをいただければと思います。 

 以上３点でございます。 

○黒木委員長 都市計画課長。 

○榎本都市計画課長 都市計画課、榎本です。よろしくお願いいたします。 

 まず、未利用地の場所につきまして、令和２年度の未利用地、５カ所の売却を計画しておりま

す。売却予定地といたしましては、まず普通財産といたしまして、神谷６丁目、これはふれあい

通りの一番南側、蛇喰線との交差点の右側のところにあります三角地となっているところです。

それから、２カ所目が、これは牛久市牛久町の久保田精肉店の反対側の三角地のところ。あと、

市道２３号線の道路の余剰地が３カ所、こちらを計画しております。 

 あと、解体工事、場所になりますが、こちらはつつじが丘保育園の入り口のところにあります

建物、こちらの解体になりますが、以前、牛久市の中心市街地の近くにありまして、地域のコミ

ュニティーの施設として使えればということで購入した土地になりますが、そこにある建物、施

設はかなり老朽化しておりまして、コミュニティーの施設として使うのは困難であるという判断

をしたことから、そちらを解体してよりよい土地利用を図るために解体を行うものであります。 

 続きまして、公園の利用の規制ということでありますが、現在、市内の公園でサッカーや野球

などの球技について特に規制しているところはありません。あくまでも利用者の方にお互い気を

つけて使っていただくようにという形で掲示等をして啓蒙しているところです。また、地元の区

長さんであるとか、公園の里親のほうから相談などがあった場合には、その都度、掲示をもって

対応しているところです。特に市としての制限等は行っていないのが現状となってございます。

以上です。 

○黒木委員長 道路整備課長。 
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○藤木道路整備課長 道路整備課、藤木です。よろしくお願いします。私のほうからは、都市防

災推進事業と都市再生整備事業、こちらの事業、場所と事業内容等についてということで答えさ

せていただきます。 

 まず、都市防災推進事業、こちらにつきましては、補助のほうなのですけれども、避難所とな

る学校からおおむね１キロ以内で通学路の安全対策を実施することで、防災性と子供の安全性を

向上させるための事業というものになります。 

 来年度予定しておりますのは、７路線ございまして、つつじが丘団地、むつみ団地、下根ヶ丘

団地、こちらにつきましては、既設のＵ字溝はふたつきのＵ字溝に変えまして、路側帯の確保を

するというような工事になります。 

 それから、東猯穴町、市道１１６号線となりますけれども、済みません、位置図のほうも一緒

にごらんいただければと思います。市道１１６号線、東猯穴については、ちょうど上の真ん中辺

になりますけれども、こちらについては今あるＵ字溝へのふたかけを行うものでございます。 

 それから、３２０６号線と東猯穴、こちらも同じなのですが、左の一番上にございますけれど

も、こちらについては新たにＵ字溝を整備しながら道路のほうを４メーターから４．５メーター

に整備をするというものでございます。 

 それから、新地になります。市道１３号線です。ちょうど区民会館の前ぐらいのところになり

ますが、こちらのほう、既設のＵ字溝をやはりふたつきのＵ字溝に変えて路側帯等の確保を行う

というものでございます。 

 それから、最後になりますが、市道３０４３号線、位置図でいきますと、ちょうど令和２年度

と表示している下のあたりですかね、ちょうど飯岡踏切のところになりますが、一部ちょっと歩

道がないところがございまして、植栽帯になっているのですけれども、そちらを歩道にするよう

に改良する工事を行う予定をしております。 

 続きまして、都市再生整備事業のほうになりますが、こちらについて補助金とします交付金と

いたしましては、昔のまちづくり交付金と同様のものでございまして、市町村が作成する都市の

再生に必要な公共公益施設の整備に関する計画に基づいて交付されるというものでございます。

牛久市で牛久駅の西口周辺をエリアで定めておりまして、安全・安心な交通環境と居住環境の形

成、駅西口の利便性向上を図る目的で事業を進めております。来年度につきましては、まず、い

ぶき野団地内のＵ字溝の整備がまず１カ所ございまして、それからもう１点が、牛久駅西口広場、

こちらのバリアフリー化といいますか、平面で駅からエスカード方面に横断できる横断歩道の設

置だとか、障害者用の一時の停車スペース等を設置するための、来年度は測量設計のほうの実施

を予定しております。以上になります。 

○黒木委員長 都市計画課長。 

○榎本都市計画課長 都市計画課です。先ほどの質問の中でちょっと漏れがありましたので、追

加させていただきます。 

 御質問にありました「都市公園や一般公園を安全に管理する」１４６万１，０００円の工事の

内容につきまして、こちらは地元より要望がありました神谷第４公園の給水設備の設置及び上池
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親水公園のトイレの改修となってございます。以上です。 

○黒木委員長 甲斐委員。 

○甲斐委員 ありがとうございました。１点再質問といいますか、御要望になっちゃうので答弁

は不要なのですけれども、今の「都市公園と一般公園を安全に管理する」という部分なのですけ

れども、予算組みと違う箇所の話ではあったのですけれども、何て言えばいいんでしょうね、小

さい子供さんがいるほうが困っていて、小中学生のほうは自分たちの自己判断でということの御

相談を受けたので、単独で答弁としては、市としての制限はないというふうに今いただいたので

すけれども、市民が混同するようなケースが出てきていますので、ぜひ教育委員会さんともお話

をして、ぜひ公園の利用の明文化をお願いしたいなと思いまして。以上でございます。 

○黒木委員長 要望でいいんですね。（「はい」の声あり） 

 続きまして、伊藤委員。 

○伊藤委員 ３点質問させていただきます。 

 １０３ページ、「ごみ集積所を新設・移動・撤去する」につきまして、折りたたみ式のごみ収集

ボックスというものがあるそうです。牛久は主にネット式、をかけるという方式でございますが、

そういった持ち運びできる折りたたみ式のごみ収集ボックスの採用については考えていないか、

確認をしたいと思います。 

 同じく１０３ページ、「廃棄物減量等推進審議会を運営する」につきまして、刈谷の生ごみの処

理事業、またごみ袋形状に関する答申が出たところでございますが、今後、廃棄物減量等推進審

議会においては、どのようなことを話し合っていくのかについて確認をしたいと思います。 

 また、１１３ページ、木造住宅の耐震化を支援する、こちらは診断の補助でございますが、診

断の耐震改修につながった実績はあるのかどうかについて確認をしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○黒木委員長 廃棄物対策課長。 

○栗山廃棄物対策課長 伊藤委員の御質問にお答えします。 

 まず、折りたたみ式のごみのボックスの採用なのですが、牛久市のごみ集積所というのは大体

２，２００カ所ぐらいございます。その中で古くからあるごみ集積所、約半分ぐらいが道路上に

仮置き場という形で設置してあるものが約半分ぐらいあります。ですので、民地にあるものに対

しては、利用者の方で話し合っていただいて、設置する場合はちょっとうちの課のほうに相談し

ていってくれれば可能かと思いますが、道路の場合、やはりいろんな問題が、安全上の問題とか、

維持管理上の問題とかが出てきますので、ちょっと厳しいのかなと感じております。とりあえず

そういう事案がありましたら、うちの課のほうに御相談していただければと思います。 

 続きまして、審議会で今後どのようにしていくかということなのですが、今ある基本計画とい

うのが１０年スパンで令和の２年度で終了いたします。来年の審議会を開催しまして、また新し

い基本計画、今後１０年間の基本計画をつくっていきますので、その中で今年度組成分析といっ

て、ごみの性質の調査を行いまして、その中でやはりまだ正式な結果は出ていないのですが、紙

ごみ、あと生ごみというのが多分半分以上占めると思います。そのごみをどうしていくかという
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のが、これからも課題となってくると思います。 

 また、ごみ袋の形状なのですが、定期的に市民の意見を聞きながらどうしていくかということ

を考えていきますので、今回行われる審議会の中でも市民に対してアンケートをとる予定ですの

で、その市民からの意見等を参考にしながら進めていきたいと思います。以上です。 

○黒木委員長 建築住宅課長。 

○木村建築住宅課長 建築住宅課の木村です。よろしくお願いします。伊藤委員からの御質問に

お答えいたします。 

 木耐震なのですが、こちらにつきましては、その耐震をやった後、改修もしくは建てかえなど

に着手した件数を把握しているかという御質問なのですが、こちらについては把握はしておりま

せん。木耐震につきましては、事業として平成１８年から始まっておりまして、今年度は３件の

申し込みがありました。昭和５６年６月１日以前の建物ということになりますので、耐震の測定、

診断をした結果であっても、ほとんどの家屋において、この上部構造評点というのが１．０以上

を満たしているものは非常に少なく、ほとんどが１．０以下ということで、倒壊する可能性があ

るという建物になっております。以上です。 

○黒木委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 ごみ収集ボックスのところにつきまして、ペットボトル等に関しては袋ですか、に

入れるという方式で、燃えるごみとなると非常に量が多いので、こちらは持ち運びできるポータ

ブル式のことなんですね。常に置いておくものではなくて。そういうことを踏まえてもやはり難

しいのかどうかについて再度確認と、また木造住宅の耐震につきましては、耐震に対する補助制

度等は検討していないのかどうかについて確認をしたいと思います。 

○黒木委員長 廃棄物対策課長。 

○栗山廃棄物対策課長 現在、ペットボトルにつきましては、仮設といいますか、一時仮置きの

形で資源物の日に回収して、ごみのボックス、緑色と黄色、オレンジか、の２つあると思います。

それを使用して回収しております、資源物の日に。それは前日に業者さんがたたんだまま道の端

といいますか、邪魔にならないところに置いていただいて、当日の朝、それを広げてもらいまし

て、そこに入れて、利用者の方に広げてもらい、そして入れてもらっています。それで、ごみの

回収のときにそのボックスは回収するようになっていますので、ですから設置から回収までの間

が要するに本当の短期間で行えるので、そのようなやり方をしているのですけれども、利用者の

方がそういうものをやった場合というのは、要するにそのように当日の朝出していただいてもら

うのは可能かと思うのですが、終わった後の処理、そのまま置いておかれると、やはりちょっと

道路上の安全上の問題とか出てきますので、そのような問題がクリアできるかどうかというのが

問題になってくるかと思いますので、ちょっとそこら辺のところは個別にうちの課のほうに御相

談いただければと思います。以上です。 

○黒木委員長 建築住宅課長。 

○木村建築住宅課長 伊藤委員の再質問にお答えいたします。 

 耐震診断をした結果、こちらの上部構造評点１．０以下のものについての、改修であったり建
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てかえであったりするものについての市として補助はないかということなのですが、今現在はあ

りません。また、そういう意味では、個人の資産価値を上げるような補助ということになります

ので、非常に難しいのかなというふうに考えております。以上です。 

○黒木委員長 池辺委員。 

○池辺委員 おはようございます。都市計に２問質問させていただきます。 

 １問目が、１２１ページ、０１０１「緑の少年団の活動を支援する」、これは活動内容がまず聞

きたいことと、あとこれ、神谷小緑の少年の補助金、うしく下根地区緑の少年団補助金、おくの

義務教育学校少年団緑の補助金と全部これ、３つありますけれども、これの使われ方がどのよう

にして使われているのかというのが教えていただきたいです。 

 もう１点、２点目です。１２３ページ、「公園里親活動を支援する」、これも活動がどういった

形のものかということと、これは公園の数、あとは里親の団体数ですか、あと年間の活動数も教

えていただきたいです。よろしくお願いします。 

○黒木委員長 都市計画課長。 

○榎本都市計画課長 都市計画課です。ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず、緑の少年団活動ですが、こちらは茨城県緑化推進機構の森林愛護運動推進補助金、こち

らの補助をいただきながら実施している事業でございまして、活動内容といたしましては、子供

たちに森林活動、緑化活動等を通して、緑の育成と啓蒙を図っていくということが目的となって

おります。 

 内容の詳細については各団体に任せておりますが、神谷小緑の少年団、こちらは学校に隣接す

る学校林の維持管理作業、あと校内の美化活動などに充てているというふうに伺っております。

また、うしく下根地区緑の少年団、こちらはボーイスカウトが活動の団体の基盤となっておりま

して、ボーイスカウトによる緑化活動ないしは平地林・里山を使った野外活動など、こちらの活

動に内容を充てていると伺っております。また、おくの義務教育学校緑の少年団補助金につきま

しては、平成３１年度、令和元年度から新しく始まったもので、まだ内容の報告等を受けており

ませんので、その詳細は把握しておりませんが、活動の趣旨に基づいて緑化の啓蒙や野外活動等

に充てているものと考えてございます。 

 続きまして、公園里親制度、こちらになってございますが、こちらは現在、各行政区を単位と

いたしまして、市内で１８の団体が公園里親を請け負っております。こちらの趣旨としましては、

地域の自分たちが使う公園は自分たちの手できれいにして管理しよう、またそれらを通じて地域

のコミュニティー活動を活性化していこうということが目的となっておりまして、公園面積に応

じて補助金を出してございます。こちらの活動の内容等も各行政区、こちらは団体によってさま

ざまで、例えばその中で公園里親というメンバーを募って、その決まったメンバーが毎月定例的

に公園の簡単な草刈りとかごみ拾い清掃、あと手が届く範囲での簡単な剪定などを行っている、

そういうところがございます。また、行政区によりましては、行政区の各班を年間割り振りまし

て、行政区の全員で公園の清掃を行っている、そういうところもございます。 

 公園の数につきましては、１８行政区で、済みません、ちょっと今資料を持ち合わせておりま
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せん、２３だと思ったのですが、またそちらは確認して、改めて公園の数については御報告させ

ていただきたいと思います。 

 私のほうからは以上です。 

○黒木委員長 池辺委員。 

○池辺委員 済みません、両方とも再質問させていただきます。 

 これ、緑の少年団活動の支援するほうなのですけれども、これは何を学ばせて、どういった形

でその効果を見るというか、育成していくのかというのは、何かちょっとよくわからなかったの

ですけれども、その部分が１点と、あともう１点なのですけれども、これ、各行政区にこの剪定

させるとかなんかというのは、万が一例えばチェーンソーを使ったりいろいろして、けがとかを

した場合というのは、これは例えば保険とか何かというのは、対応とかどういうふうにしている

のかの部分を聞きたいです。 

○黒木委員長 都市計画課長。 

○榎本都市計画課長 まず、緑の少年団で何を学ばせるかということなのですが、こちらは緑を

通じて自然を大切にする心であるとか、あとその野外での活動を通して自然環境教育、その中で

緑を通して生きる力などを育むということが、緑化推進機構のほうに示された文章にございまし

た。あと、各学校によって、その活動を通しての目標を定めているところだと考えておりますの

で、また詳細については確認して御報告させていただきたいと思いますので、御理解いただきた

いと思います。 

 あと、公園里親活動、こちらの保険なのですけれども、現在、行政区単位で行っておりますの

で、行政区で加入している市民賠償保険、そちらのほうで対応させていただいております。以上

になります。 

○黒木委員長 池辺委員、よろしいですか。 

 続きまして、山本委員。 

○山本委員 山本です。よろしくお願いいたします。私からも３問です。 

 まず、１１７ページの０１０５「通学路の安全確保のため市道を改良舗装する」ということで、

今この表、予想位置図をいただきまして、３カ所今回あるようでございます。この通学路、小学

校、中学校、通学路あるのですが、この選択ですね、今回令和２年度は３カ所なのですけれども、

何を基準としてこの通学路のこの改良舗装を選んでいるのかというところをお伺いしたいと思い

ます。たしか学校のほうで毎年通学路の安全協議会というんですかね、そういうのも行われて警

察の方と、あと学校とＰＴＡですかね、連携してそういう安全確認されていると思います。その

方たちとの連携というのがどうなっているのかというところ。あと、安全のための具体的なこの

改良舗装というのを例えばカラー舗装にするとか、いろんな工事方法があると思うのですが、そ

ういうところをお伺いしたいと思います。 

 それから、都市計画課です。１１９ページの０１０４の「市民や来訪者にわかりやすいサイン

を計画的に設置する」、今回、解体撤去工事が出ております。この場所と内容をお知らせください。 

 あと、それからこのサイン計画というのを私も見せていただいたのですが、この計画が策定さ
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れた目的、当時、その目的を伺いたいと思います。 

 それから、１２５ページ、０１０４の「エスカード牛久ビルの利活用を図る」ということで、

１８番の負担金、エスカード牛久ビルの管理費ということで１億２，０００万円、年々この金額

が上がっております。この内訳、恐らくこれは修繕積立金と共益費という内容になろうかと思い

ます。それぞれの内訳を伺います。以上です、まず。 

○黒木委員長 道路整備課長。 

○藤木道路整備課長 私のほうから、通学路の安全確保のための市道を改良する、舗装する、こ

ちらの御質問にお答えいたします。 

 まず、この事業での整備の内容でございますが、基本的には道路のほうを拡幅して歩道を設置

する、または路側帯を確保して、先ほど御質問にありましたように、カラー舗装などによる歩行

者の通行帯を設置しているという状況でございます。 

 整備する路線の選定につきましては、行政区などからの要望ですとか、やはり御質問にありま

したように、通学路危険箇所対策会議による合同点検、これには学校ですとか保護者さんなども

含まれておりますが、そういった箇所につきまして現地の状況、交通の状況、それから道路の拡

幅をすることが可能かどうか、あるいは雨水排水の流末などが確保できるかなどについて確認を

しているところです。さらに、国の交付金、こちらの対象となるかということで県との協議など

を行って、そういったさまざまな条件を整えた上で整備箇所の選定をしているというところです。

ちなみにその通学路危険箇所対策会議で策定しております牛久市通学路交通安全プログラム、こ

ちらに位置づけされていることが国からの交付金を受ける条件の１つとなっているというような

ところです。以上です。 

○黒木委員長 都市計画課長。 

○榎本都市計画課長 まず、サイン計画の御質問についてお答えいたします。 

 解体撤去工事の内容につきましては、この街区案内板、こちらの解体撤去になります。こちら

は区画整理事業や町界町名地番整理事業により新しい地番に変更された際に、現地での表示をわ

かりやすくするため、地番の起点となる場所や主要な道路に面した場所などに設置したもので、

古いものは平成２年に設置されており、老朽化が進んでございます。そこで、老朽化の進んでい

るものから順次撤去を進めているものであります。すでに今年度、３基を撤去しており、また令

和２年度は１０基の撤去を予定しております。なお、撤去につきましては、ひたち野地区以外の

ものを対象としており、撤去する地区の町名地番は十分に浸透したものと判断しておりますので、

新規に案内板を設置する予定はしてございません。 

 次に、サイン計画が設定された目的についてお答えいたします。従来、当市においては、設置

するサインについての基準はございませんでしたが、市民や来訪者などに対して、市内での移動

や公道に関係する情報をわかりやすく伝えることを目的に、主に歩行者に向けた案内誘導の視点

からのサインの統一的な基準などをガイドラインとして取りまとめて、平成２３年度に策定いた

しております。 

 続きまして、エスカードの共益費と修繕積立金の金額が年々上昇しているということで、そち
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らの内容についてお答えさせていただきます。 

 まず、管理費の内訳につきましては、共益費が９，６７０万円、修繕積立金が２，４３８万円

となってございます。管理費のうち修繕積立金につきましては、坪約５００円の負担となってい

るものであり、昨年度と比較しましても金額の増減はございません。一方、共益費につきまして

は、設備の維持費、清掃業務費、また共用スペースの光熱水費等について管理規約に基づく割合

に応じて負担をするものです。この共益費につきましては、ビル全体に係る経費であることから、

各年度により増減が伴う経費となってございます。令和２年度につきましては、エスカード牛久

ビルの一部リニューアルオープンに伴い、稼働する面積が増加することから、共益費についても

増加するものでございます。以上になります。 

○黒木委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございました。そうしますと、先ほどの通学路のほう、今回は１億６，

５００万円という予算が上がっているのですが、毎年度ある程度のこの金額というのを確保して、

今後もその交通安全プログラムですか、そういうものをつくってやっていくというような取り組

み方なのかどうかを伺いたいと思います。 

 同じくサイン計画につきましても、歩行者優先という形で歩行者に寄り添った、そういう表示

等ありましたけれども、これに関しても毎年幾らか予算をとって着実にやっていく御予定なのか

というところを伺いたいと思います。 

 あと、エスカードビルの共益費なのですが、年々ビルが、テナントさんが入ったりすると上が

っていくのかなと思うのですが、坪単価の共益費の金額、令和１年度が幾らで、今回、令和２年

度は、これは幾らになると見込んでの坪単価、月当たりを伺いたいと思います。 

 それから、今回２階・３階がリニューアル工事を行っているわけですが、テナントさんが入る

ということで伺っていますけれども、この前伺ったときに、水道とか電気配線など、テナントが

入ることによって新たな工事がある場合、その負担は所有者である牛久市であるのか、入るテナ

ントさんであるのか、そこをちょっと確認したいと思います。 

 それから、同じくエスカードはこれ、概要のほうを見ますと、４階改修実施設計というふうに

２ページのほうに、エスカード牛久ビル利活用及び４階改修実施設計となっているのですが、４

階に公共施設というようなお話は出ておりますけれども、４階は牛久市の所有床ではないという

ことで、以前たしか床を交換なんていうお話もちょこっと何かお聞きしたような気もするのです

が、そこのあたり、方向性、これはどうなっているのかというところをお伺いしたいと思います。 

○黒木委員長 道路整備課長。 

○藤木道路整備課長 通学路に関する再度の質問にお答えします。 

 予算額、予算のほうのことについてでございますが、こちらにつきましては、毎年幾らぐらい

という形ではなくて、この時期は先ほども申し上げましたように、基本的に道路の拡幅が伴って

くるというものでございますので、その年度にどこまで用地をストックするかとか、それに伴っ

て補助がどのぐらいかかるか、それで工事のほうはどこまでやっていくかというものを事業費と

して積み上げていって予算要求をしております。そのため、年度ごとには予算の、毎年ですね、



 - 146 - 

違ってくるような状況となっております。そういう中で、ほかの事業ともいろいろ調整をしなが

ら計画的に進めていきたいというふうに考えております。以上です。 

○黒木委員長 都市計画課長。 

○榎本都市計画課長 まず、サイン計画について、これは計画的に毎年設置または更新していく

のかということについてお答えいたします。 

 案内板等の設置につきましては、各施設の所管課により計画・設置されるものであり、必要に

応じて新設・更新がなされるものです。これまで今までの実績といたしましては、牛久沼周辺の

案内板や牛久市の東部地区の公共施設の案内サイン、あと茨城ヘルスロードの案内サインなどが

新設・更新されておりまして、次年度、当課においては牛久駅東口の再整備の際に設置した案内

板について、施設の表示などの修正を含め、サインの張りかえを予定しております。このような

サインの新設や更新の際に、ガイドラインに沿ったデザインを検討するための委託業務費として

いくことと考えております。 

 続きまして、エスカードの共益費、こちらの坪単価についてお答えさせていただきます。こち

らはフロア単価といたしまして、坪月当たりの単価、令和元年度は２，０３７円、こちらが令和

２年度には２，５４９円となります。 

 続きまして、新たな工事費の負担につきまして、こちらはＡ工事と呼ばれます大家が負担すべ

き基本的な部分については市の負担となりますが、Ｂ工事、内装のテナントのほうが行う工事の

部分もございますので、そちらはそういう取り決めに基づく工事の負担をしていくということで

考えてございます。 

 続きまして、公共的利活用、４階のことにつきまして、これまで公共的利活用につきましては、

４階を前提に検討を進めてまいりました。現時点においても４階で決定しているというものでは

ございません。しかしながら、現在のテナントのリーシングの状況等を考えますと、３階フロア

の民間活用の可能性が高いところから、公共施設を整備するに当たっては、フロアを一体として

利用できる４階の可能性が高いものと考えてございます。また、床の交換につきましても、交換

は４階に公共施設を整備する場合の１つの手段としてこれまでも議会等でも申し上げてきました

が、御存じのとおり、４階の床は現在市の所有ではないことから、４階で公共施設を整備するた

めには、４階の床を借りるのか取得するのか、そのような整理が必要となりまして、その１つの

手段といたしまして、交換も含め検討を行うものであり、そのための経費といたしまして令和２

年度に不動産の鑑定の予算を計上してございます。 

○黒木委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほど共益費をお示しいただきましたが、令和元年度より令和２年度が上がってい

ると。じゃあ今後、テナントが入っていって、公共施設もその中に入っていくとなると、共益費

というのは上がっていくと考えてよろしいのでしょうか。 

○黒木委員長 都市計画課長。 

○榎本都市計画課長 ただいま御質問にありましたが、共益費のほうは今後、３階、それから４

階等が使われるようになっていくと、それに合わせて共益費も上がっていくと考えてございます。 
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○黒木委員長 続きまして、質疑のある方。諸橋委員。 

○諸橋委員 よろしくお願いします。 

 まず、９７ページの０１０１「有害虫等を駆除する」事業の詳細を、スズメバチ駆除と書いて

あるのですが、近年、温暖化によりましてスズメバチの活動期間もふえていますので、これは依

頼が来てから、市としてはどのぐらいを目標として駆除しているか等につきましてもお伺いをい

たします。 

 次に、同じページの０１０５「環境美化を進めて不法投棄を防止する」事業、これにつきまし

ても詳細をお聞かせ願います。以前、要注意箇所にはカメラ等を設置していたというふうに記憶

していますが、今後また危険箇所についてはカメラ設置等の考えがあるのか、あわせてお伺いを

いたします。 

 ３問目の質問として、雨水排水について質問させていただきたいのですが、これは道路の雨水

排水というよりも、最近、奥野地区で大規模な太陽光が開発されておりまして、以前、森だった

ところ、保水力があった土地がああいったような開発をされますと、大量の雨が降ったときに雨

水の行き場はどこになるのかというのが私はわからないので、ああいった太陽光の大規模な開発

については、雨水排水についてどのような条件がついているのか、それがわかりましたら教えて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○黒木委員長 環境経済部次長。 

○梶環境経済部次長 諸橋委員の御質問にお答えいたします。 

 現場のほうにどれぐらいで行けるのかという御質問でよろしいのでしょうかね。（「はい」の声

あり）スズメバチの駆除につきましては、２９年度の実績で３８３件、３０年度で２８３件とい

うデータになっています。その年、年の気温によって全然発生が違いますので、件数は随分推移

がでこぼこしている感じですかね。現場のほうにつきましては、お電話をいただいてからできる

だけ早く行くようにはしておりますが、駆除をするのに夕方の蜂が戻ってきてからのほうが駆除

をしやすいので、どうしても夕方以降ということになります。暗くなってから蜂が戻ってきて、

戻り蜂がいないような状態での駆除をやらせていただいています。以上です。 

○黒木委員長 廃棄物対策課長。 

○栗山廃棄物対策課長 諸橋委員の御質問にお答えします。 

 まず、不法投棄の処理なのですが、まず委託料なのですが、主にシルバー人材センターのほう

に委託しまして、パトロールとタイヤとかそういうものの回収を行ってもらっているものの委託

料と、その集まったもの、クリーンセンターで処分できませんので、業者のほうに委託して処理

してもらうので、その費用が主な費用となっております。 

 それで、カメラの設置なのですが、廃棄物対策課のほうに仮設のカメラがあります。不法投棄

とかが多い場合、住民の方から御相談があった場合、こちらのほうでそういう場所に設置の必要

性がある場合は設置しておりますので、今後もそのような対応をして、固定式のカメラというの

はちょっと設置していないのですけれども、仮設でどこにでも置けるカメラというのは、うちの

ほうで２台所有していますので、そちらのほうで監視していくようになっていくかと思います。
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以上です。 

○黒木委員長 建築住宅課長。 

○木村建築住宅課長 奥野地区の大規模メガソーラーの件についてなのですが、開発行為の中で、

その申請の中で全体の雨水の流量計算をしまして、調整池を介して最終的に流末に接続するとい

うことで、きちんと審査のほうはしております。以上です。 

○黒木委員長 それでは、ここで暫時休憩いたします。再開は１１時３０分といたしたいと思い

ます。 

午前１１時１５分休憩 

                                    

午前１１時２８分開議 

○黒木委員長 それでは、ちょっと時間前でございますけれども、休憩前に引き続き会議を開き

たいと思います。 

 その前に、都市計画課長のほうから発言を求められておりますので、許可いたします。都市計

画課長。 

○榎本都市計画課長 先ほど公園里親の箇所数等につきまして訂正がございますので、ここで訂

正させていただきます。 

 公園里親実施団体は１８団体で、現在管理している公園の数が３７の公園及び７カ所の緑地を

管理しておりまして、合計４４カ所になります。 

 以上、訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○黒木委員長 それでは、これより質疑に入りたいと思います。 

 一応一巡しておりますが、加川委員。 

○加川委員 よろしくお願いいたします。予算書の１２１ページ、０１０７番、「まちづくり団体

の活動を支援する」という事業でございます。こちらはひたち野うしくまちそだて協議会に負担

金を出して応援している事業というふうにお伺いしております。事業内容として、七夕やクリス

マスイルミネーション、こちらの運営に協力しているということでございますが、こちらのイル

ミネーション、ひたち野うしく駅では例年大変好評で、また防犯の意味からも、植え込みに運用

できないかといった意見がございます。こちらについての御見解をお伺いいたします。 

 また、先ほど来、別の委員からもサインや公園についての質問が出ておりますが、１２３ペー

ジ、０１０７「公園の設備を保守点検する」というところで、ひたち野西とひたち野東地域には

たくさんの公園があり、それぞれ名称もまた異なっております。新住民の方には大変わかりにく

く、子供たちには愛称で浸透しているような状況もあるのですが、例えばみずべ公園、さくら公

園、グリーンパーク、おやま公園など、子供たちにはこの愛称で親しまれ、すぐ待ち合わせなど

できるのですが、新住民の方は２号公園、３号公園、街区公園、このような名前で地図に表示さ

れているだけで、どこの公園にその目的の場所があるのか、どこの地域を訪ねたいのかわからな

いという声がございます。サインの設置等とあわせ、保守点検の意味でも再度公園にわかりやす

い掲示・明示ができないかお尋ねいたします。 
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○黒木委員長 都市計画課長。 

○榎本都市計画課長 まず、ひたち野まちそだて協議会が行っておりますイルミネーション、こ

ちらを植え込みなどに運用できないかという御質問にお答えさせていただきます。 

 牛久市としましては、ひたち野まちそだて協議会のほうに委員の一団体として参加いたしまし

て、またお金のほうも出しておりますが、あくまでひたち野まちそだて協議会の中で話し合って、

どこでどういう形で設置するかというのは決めているところでございます。そちらの中で、市と

しても一構成団体として御意見することはできますが、どういう形でやっていくかということは、

こちらの団体のほうの決定したことになってございますので、御理解いただきたいと思います。 

 続きまして、公園の名称について、これがまちまちになっているということでございます。公

園に関しては、管理上、その公園、都市計画公園として都市計画決定されているものをＡ公園、

それ以外の一般公園等をＢ公園、あと公園以外の緑地などをＣとして、市役所のほうで分類して

管理しているところでございますが、公園の名称につきましては、地域の方の呼びやすい名称な

ど、随時、地元からの要望があった場合は、そちらの名称を採用して、それを公園名として看板

を立てる等をして普及を図っているところでございます。地域の方からの御要望などがございま

したら、そちらを話し合った上でわかりやすい名称をつけることはどんどん進めていきたいと思

っているところですので、そういう箇所等が具体的にございましたら、ぜひ御相談いただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

○黒木委員長 ほかに。鈴木委員。 

○鈴木委員 済みません、予算書の１０７ページ、０１０１の、ちょっとわからないので御説明

いただきたいのですが、ＵＦＯクラブというのは、中身をちょっと教えてください。 

 それから、０１０５の「耕作放棄地の拡大を防止する」ということなのですが、これは具体的

にどういうことをやるのか、やっているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

 その２点です。 

○黒木委員長 農業政策課長。 

○神戸農業政策課長 農業政策課、神戸です。よろしくお願いいたします。 

 まず、今の１問目、ＵＦＯクラブはどういった団体かということなのですけれども、こちらの

ほうはＵＦＯクラブといいまして、牛久フューチャーファームオーナーズクラブの略になってお

ります。その頭文字をとってＵＦＯと名づけてあります。平成１７年に結成されました、未来の

牛久市の農業を担っていただけるような若手の農業者の団体のことが、このＵＦＯクラブという

ように名称で呼んでおります。 

 現在、会員数が２０名おりまして、主に市場でやっています、とくとく市であったりとか、市

でやりました、ウシクリスマスですね、阿見のアウトレットでやった。あと、その他イベントな

どでの直売の協力、あと農業体験や、あとひたち野にある専門学校の農業体験、そういったこと

にも協力してもらっています。あと、食育を目的としました親子の農業体験、そういった要望が

あったときには、ＵＦＯクラブのほうで受けていただいて、やっていただいている状況でござい

ます。あと、それぞれ、２０名いても、みんなつくっている作物はまちまちですので、定期的に
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定例会を設けまして、横の連携を今築いているような状況でございます。 

 次の「耕作放棄地の拡大を防止する」ということなのですけれども、こちらは実は牛久グリー

ンファームを設立した当時に、そのまま予算の項目として残っております。この内容としまして

は、グリーンファームのほうに無償で貸し出ししております車両の車検であったりとか、保険で

あったりとか、そういったものが含まれております。あと、設備、施設自体は市の持ち物になっ

ていますので、電気工作物の保守点検だったりとか、合併浄化槽の点検だったりとか、あと火災

報知器だったりとか、あと井戸水を使っていますので、水質検査を行いましたり、そういったも

のがこの項目の中に入っております。 

 現在、今グリーンファームのほうでは約４０町歩、市内で耕作をしております。中には、正直、

耕作には向かない土地、そのまま放っておいて地主さんに返還すれば耕作放棄地になってしまう

ようなところも多く含まれております。また、今の段階では、耕作放棄地を拡大を防止するとい

うよりは未然に防ぐというような形で、担い手さんがいなくなってしまうとか、もうどうしても

この土地はできないよと、そういったところ、情報をもらったところを優先的にグリーンファー

ムのほうで受けていただいて、また新規就農者の方には優先的にそういったところからいい土地

を譲り受けてもらうような形を構築しているところでございます。以上です。 

○黒木委員長 よろしいですね。（「はい」の声あり） 

 続きまして、北島委員。 

○北島委員 ３点質問します。 

 歳入ですが、２７ページ、これで株式会社新都市ライフホールディングス株式配当金、ありま

すけれども、この会社はどんな会社なのか、何をしている会社なのか、そして市が株を保有して

いる理由、それからその金額、これを教えていただきたいと思います。 

 それから、次に２点目は、１２１ページ、「都市計画を適正に管理する」、この中で北部地域宅

地開発検討６，２７０万円、今年度で調査研究の委託が行われて、３月の２５日がその業務委託

契約の締め切りのはずですが、それとの関連でどういうことをやるのか。そして、今度、その今

年度行った委託内容については、成果品が出た場合、全部、大きなファイルが何冊にもなると思

うのですが、見せていただくことができるのかどうかお伺いします。 

 それから、次に「エスカードビル牛久の利活用を図る」というところで、１２番に委託料、実

施設計９，３６８万７，０００円、この実施設計ということは、基本構想あるいは基本設計がで

きているということのはずですが、この設計費から推測すると、通常、建築・建物関係の設計は

５％前後、ただし改修工事となると約その倍、１０％から１５％の設計料が世間相場ですけれど

も、それから逆算すると７億円から１０億円くらいの工事費が推定されるのですが、先ほどちょ

っと関連の質問がありましたけれども、エスカード４階だけだったら額が大き過ぎるんじゃない

かと。それで、しかも基本設計ができているということは、どういう用途にするかということ、

それももうある程度決めていないと、設計には入れないのにどうなっているのか。そこら辺の詳

しい事情を教えていただきたい。 

 以上３点お願いします。 
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○黒木委員長 都市計画課長。 

○榎本都市計画課長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 まず、株式会社新都市ライフホールディングスは何をしている会社かとの御質問にお答えいた

します。こちらの会社は旧住宅都市整備公団、現ＵＲ都市再生機構に関連するグループ会社の持

ち株会社といたしましてグループ経営を推進し、事業会社として商業施設等の管理運営やテナン

ト支援・調査・計画・コーディネート・管理組合業務や保険代理業務などを行っている会社でご

ざいます。こちらは独立行政法人ＵＲ都市再生機構が開発した大規模ニュータウンなどにおける

商業施設の建設や管理運営を行うことを主な目的として設立されているグループでして、平成２

８年４月１日に株式会社新都市ライフを親会社として、全国にある７つの会社を経営統合し現在

に至っております。その中の１つが筑波都市整備株式会社、こちらは構成する７つの経営統合し

た会社の１つになっておりますが、こちらの筑波都市整備株式会社、こちらが牛久市に関連する

ところということでなっております。 

 この株を保有している理由なのですけれども、牛久市の場合は平成６年に住宅都市整備公団が

龍ケ崎市と牛久市、阿見町の都市開発地区の市街地形成を図ることを目的に、南茨城新都市開発

株式会社という第三セクターを設立しまして、その趣旨に協力して出資いたしました。具体的な

事業内容としては、龍ケ崎ニュータウンの整備、それから龍ケ崎ニュータウンではショッピング

センターサプラ、イトーヨーカドーがあります、そちらの整備。それから、牛久市の場合には、

ひたち野地区、牛久北部地区と東下根地区、こちらの区画整理を行いましたが、その中でひたち

野リフレの建設等を行っております。また、阿見町でも荒川本郷、当時区画整理の事業の計画が

ございまして、そちらの開発の関連事業を行っておりました。その後、経営統合などにより阿見

町のほうはなくなりましたが、結果として現在、牛久市では合計１，５００万円の出資に対し、

８，６２７株を保有してございます。 

 なお、牛久都市整備株式会社、こちらが牛久市に具体的に関与している、関与したことといた

しましては、ひたち野リフレの建設や当初の運営、それからひたち野地区にショッピングセンタ

ーとしての西友を誘致したこと、あと現在も続いておりますが、ひたち野うしくまちそだて協議

会、こちらの団体を設立しまして、毎年負担金を支払って、また事務局としてこちらの運営に携

わってございます。 

 また、コンサルとしまして、牛久ワインビレッジ構想というのが以前ございましたが、そちら

に基づく牛久シャトーを中心としたまちづくり計画の策定や、牛久駅東口駅前広場の再整備など、

そちらにまちづくりの専門家を派遣する、あと委託業務としてそちらを担当するなど行ってござ

いました。そういうような経緯がございます。以上でございます。 

 続きまして、２番目の御質問、北部地区、こちらはまず令和元年度の内容といたしまして、前

年度までの調査によりまして、ひたち野中学校に隣接する東猯穴地区に区域を絞って、謄本と公

図により権利関係の調査を実施いたしました。また、施工区域案を作成して、昨年の１０月に地

元説明会を実施しまして、それ以降、地元より地権者の意向調査を実施しております。県外の地

権者で不明の地権者が何件かありまして、その捜索等に時間を要しています。いまだ１名が不明
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のままの状態でございますが、地元、あと県内のおおむねの方から開発に同意を得ているところ

でございます。今後、地権者の意向を踏まえて、手法について事業の決定が今年度に残っている

ところでございます。 

 なお、こちらの成果品につきましては、個人情報が非常に多く含まれるために、こちらをお見

せすることに関してはちょっと内部で協議させていただいてからの回答とさせていただきたいと

思います。 

 次に、令和２年度の委託の内訳でございますが、事業調査といたしまして、事業計画案の作成、

土地利用計画や資金計画、事業スケジュールなどについて、あと地区計画原案の作成、権利関係

の再調査、こちらがあります。また、基本設計といたしまして、工事費用を算出するための道路

や排水、公園・緑地等の計画・設計、それから測量といたしまして、基準点測量、あと現地測量、

あと地区界測量、公共用地の確定測量など、あと事業協力者の選定として、選定基準や要綱の作

成、あと地権者関係の合意形成や合意書取り交わし等の支援、協議会の運営、説明会運営支援な

ど、その他関係機関協議等の作成がございまして、それを積み上げた中での委託料という形で予

算を算定してございます。 

 続きまして、エスカードの実施設計につきましては、現在検討を進めております公共的利活用

に伴う改修工事の実施設計費として計上しております。通常の改修であれば、委員おっしゃると

おり、該当フロアのみを対象とするものですが、エスカード牛久ビルの場合には、商業ビルを他

の用途に変更する、そういうことも検討しているところから、法規的にビル全体の確認が必要で

あること、また構造や設備等が複雑であることから、当然、業務全体が複雑化しておりまして、

一般的な設計費よりは金額が高くなる傾向にあります。これにつきましては、今年度中途時点で

の基本構想や基本設計のコンサルによるさまざまな可能性を盛り込んだ数字でありまして、詳細

が決まりましたら、また発注段階において再度金額の精査を行うとともに、補助金を最大限活用

することで市の持ち出しは最小限にとどめたいと考えてございます。 

 最後に、工事費につきましては、現在取り組んでおります基本構想、基本計画策定業務の中で、

おおよその改修事業費も算定することとしておりまして、現在算定中であります。工事費につき

ましても、内容、金額の精査をいたしまして、市の負担を最小限とするような形で取り組んでい

きたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

○黒木委員長 北島委員。 

○北島委員 北部地域宅地開発についてですけれども、今、令和２年度から都市計画についての

見直し、始まるはずですよね。それがなぜこれ、ここの部分だけは都市計画変更後に進めるよう

にしないのか。これは一般質問でも、急ぐからというような理由だったと、答弁があったと覚え

ていますけれども、ちゃんと手順を踏んだほうがよくはないか。法律上の手順をですね。ここは

やはり、それで一体どれほどおくれるのか。ちょっとそこのところが大きな疑問なのですが、ぜ

ひ説明していただきたいと思います。 

 それから、エスカードビルの利活用を図る工事、まだいろいろと決まっていない要素があるよ

うですが、一般的な設計費よりも高目にというのは、いろんなことを想定すれば、だんだん高く
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なるのはわかりますが、用途変更があれば当然、構造の評定も受けなあかんし、確認申請も出さ

なあかんしというようなことで、余計な費用、余計言うたらあかん、必要な費用がかかりますけ

れども、それでもあのビル、商業ビルで、それほど建物自体は複雑ではないので、一般的な設計

費で十分上がると思います。そのことは次、先ほど答弁あったように、実際に発注する段階で厳

しく見ていっていただけるよう、これは要望です。 

 その２点、よろしくお願いします。 

○黒木委員長 都市計画課長。 

○榎本都市計画課長 まず、北部地域の開発で都市計画の見直しを行った後に、都市計画を変更

した後にちゃんとした法令の手順を進めていくほうがよいのではないかという御質問に対してで

すが、以前にもこの議会の場でお答えしていると思いますが、都市計画の変更、そちらは区域の

見直しとなりますと、５年に一度の改定ということになりまして、今回エントリーしても実際に

市街化区域の見直しをするのは５年後になってしまいます。ただ、現在、ひたち野地区の宅地の、

まさに今売れている状態でして、ここを５年待つということで、将来的な宅地化についてかなり

の影響が出るものと考えておりますので、であれば、調整区域のまま区域を指定して、都市計画

制度の地区計画等で指定した後に、将来ある程度張りついた後に都市計画の変更をするというほ

うが、時間的に、我々は少なくとも５年は早く事業がなせるものと考えて実施しているところで

ございます。 

 あと、今エスカードのほうで一般的な設計、高くなるのは御理解いただけるということでお話

をいただきましたが、先ほども答弁しましたように、実際に詳細が決まったときにはしっかりと

内容の精査を行って進めていきたいと思いますので、御理解よろしくお願いいたします。 

○黒木委員長 それでは、ここで、質疑の途中でありますけれども、暫時休憩をしたいと思いま

す。再開は１３時５分といたしたいと思います。 

午前１１時５１分休憩 

                                    

午後 １時０１分開議 

○黒木委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 質疑のある方は挙手を。甲斐委員。 

○甲斐委員 よろしくお願いします。３問質問させていただきます。 

 １０１ページ、０１０１「一般廃棄物を収集する」の予算組みの中で、関連になってしまいま

すが、予算が組まれていることで質問させていただきます。 

 委託料が計上されている中で、担当課さんのほうでは把握されているということはもちろんわ

かっているんですけれども、回収ごみのその分別ですね。その辺をちょっとどう考えているのか

お聞きしたいと思います。スプレー缶を使われて爆発してパッカー車が燃えちゃったという事例

があったと聞きましたので、それに対しての分別指導と、あと事故対応というんですか、その辺

をどういうふうにお考えなのか確認をとりたいと思います。 

 済みません。１１３ページ、０１０２なんですけれども、いつも聞かせていただいております
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「牛久観光協会を支援する」という予算計上の中で、ことしの実績と予算を組んでいく中での来

年の事業予定をお聞かせいただければと思います。 

 あと０１０８「牛久シャトーを利活用する」ということで、けさほど社長さんのほうから事業

計画をお聞きしたんですけれども、いろいろあるんですけれども、まず、大きな枠組みで１点だ

け予算ということで確認したいのが、資金繰りをどうされるかという御質問の通告の中で、赤字

計上は１年目あるというところで、資本金の充当で当座解決するという話をいただきました。そ

の中で、それは多分やっていくと資本金の額面を考えると、１年しかもちませんので、その後、

当然今こういう状況で観光経営が厳しくなるのはわかるんですけれども、通常期として、通常営

業をしていくという仮定のもとでその資金繰りですね、こちらのほうを向こうさん、第三セクタ

ーのほうが経営者でありますから、こちらのほうでは経営指導をどういうふうに考えているかと

いうことで確認をしたいと思います。以上３点でございます。 

○黒木委員長 廃棄物対策課長。 

○栗山廃棄物対策課長 甲斐委員の御質問にお答えいたします。 

 委託業者なんですけれども、現在牛久は３地区に分けて３業者で行っていただいております。 

 それで、分別なんですが、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみに分けてそれぞれの日に回収してお

ります。 

 御質問のあったパッカー車の火災なんですが、今年度２件ありました。それは不燃ごみの回収

時に、カセットコンロに入っているボンベ、冬場なんですが、それを使い切らず出して、中身が

入っている状態で出して、それでパッカー車に入れたところ火花が散って火災が起きました。 

 対応なんですが、煙が出ていたので、パッカー車はそのまま消防署のほうに行きまして、消防

署のほうで消していただきました。それで、廃棄物対策課の職員と消防署の職員がパッカー車と

一緒にクリーンセンターのほうに行きまして、全部ごみを出して、それで燃えていないことを確

認して、処理をしております。それでここのところ２回ほどありましたので、市民の方々にもホ

ームページや広報誌等でスプレー缶や、カセットボンベのほうの使い切って出すということをも

う一度再周知したところでございます。これは定期的に行って、今後もいきたいと思いますので、

以上になります。 

○黒木委員長 商工観光課長。 

○大里商工観光課長 甲斐委員の観光協会の元年度の事業の実績及び２年度の事業の予定の御質

問にお答えさせていただきます。 

 まず今年度でございますけれども、県主催の上野駅ですとか、埼玉県での観光キャンペーンを

初めとした各イベントですね。今年度年間２３のイベントに参加をさせていただきまして、牛久

市のＰＲ、市の特産品などのＰＲを行ったところでございます。それ以外に、電話の問い合わせ、

かなり牛久に来たいという方が結構いらっしゃって、観光案内をかなり電話でさせていただいて

いるんですね。それとか、それに合わせて、牛久市の観光パンフレットを欲しんだよということ

で、御自宅のほうに郵送するなどのサービスも行っておりまして、御自宅に郵送した件数が数え

てみましたら約１００件ほどございました。 
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 あと今年度、もしかしたら委員さんたちもごらんになっていらっしゃるかと思うんですけれど

も、牛久市内では去年の１１月３日のＷａｉワイまつりのときにキューちゃん焼きと言って、大

判焼きに、キューちゃんの――観光協会のマスコットキャラクターのキューちゃんなんですが、

そちらの顔が焼いたら浮き出るみたいな形になる大判焼きの焼き型のほうをつくりまして、甲州

市のぶどうまつりですとか、常陸太田の秋そばまつりにも出店をしたという実績がございます。

令和２年度は、引き続き今年度同様イベントのほうでＰＲをさせていただくほか、今年度、ガイ

ドブックのほうを新しく刷新をいたしましたので、そちらを配布する。あとあわせて、観光ＤＶ

Ｄも追加で発注をして、作成をいたしました。１年間をかけまして、市内の撮影を行い、牛久シ

ャトー、大仏、牛久沼などはドローンを使った撮影も行っておりますので、こういったＤＶＤな

どでもＰＲができるかなと思っております。 

 あと、シャトーのＰＲですね。市の観光施設としてシャトーのＰＲを積極的に観光協会として

も実施していきたいと考えております。 

 また、あわせて、先ほどのキューちゃん焼きももっと広めていけたらなと考えてございます。

以上でございます。 

○黒木委員長 環境経済部次長。 

○梶環境経済部次長 甲斐委員の御質問にお答えいたします。 

 牛久シャトーの資金繰りのお話なんですが、今回の一般質問の答弁でも答弁させていただいた

とおり、まず、銀行の融資を考えられると思います。幾つかの選択肢があると思いますので、そ

れもけさほど社長がおっしゃっていたように、毎回赤字という考え方ではなくて、年度の末にな

って、そういう状態になってからという条件つきの話ですけれども、この会社、メーンバンクを

持っていますので、指定の金融機関を設けましたので、そちらにお金を預けて運用していきます

ので、そちらとの相談ということになります。運用については、出資金を使ってはいきますけれ

ども、その出入りの中でお金を工面していくというやり方になります。以上です。 

○黒木委員長 甲斐委員。 

○甲斐委員 ありがとうございました。 

 一応再質問という形で２点ほどお願いします。 

 まず、ごみのパッカーのほうなですけれども、その事故後、事故車両の確認は、使えるか使え

なくなったかというような確認をとられたかということと、それに対して市として何か対応があ

ったのかないのかの１点と。 

 シャトーの資金繰りのほうの再質問としまして、だめならいいんですが、そのメーンバンクを

教えてください。以上です。 

○黒木委員長 廃棄物対策課長。 

○栗山廃棄物対策課長 再質問にお答えいたします。 

 事故２件のうち、パッカー車１台は、後ろのところの基盤がだめになりまして、そのまま廃車

しております。 

 委託するときに車両に対して保険のほうに入ってもらっていますので、その保険のほうの対応
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で事故車を買っていただきました。以上です。 

○黒木委員長 環境経済部次長。 

○梶環境経済部次長 金融機関につきましては、志願者のほうとちょっと協議させていただいて

お知らせするような形になるかと思います。以上です。確認します。済みません。 

○黒木委員長 続いて質疑のある方。山本委員。 

○山本委員 済みません。それでは、１１３ページ、先ほどの観光協会のところです。前回の予

算は４５０万円、今回７００万円ということで金額が上がっております。先ほどおっしゃったガ

イドブック、多分牛久日和ですか、去年発行しなかったというお話でしたのでその繰り上げがこ

こに入っているのかなと思いますが、そのガイドブックの金額を伺いたいと思います。 

 それから、このシャトーの桜まつりですね。今回補助金の適正化委員会の経過報告のほうを見

せていただきますと、観光協会の補助金、シャトー桜まつり開催費用分の増というふうに書かれ

ております。それに対して委員会のほうからシャトー桜まつりは運営会社の自主事業とされたい。

その後、委員会修正案の内容としてシャトー桜まつりは新会社と観光協会が共催するものであり、

観光協会に対する補助として当初要求どおりとする。しかし、単年度の補助とするというふうに

委員会の修正案の内容を書かれております。ちょっと意味がよくわかりにくいので、このシャト

ー桜まつり、今までの運営主体がどこだったのか、金額も含めて、そして今後牛久シャトー株式

会社ができた中で、どういう主体はどこになっていくのかというのを確認したいと思います。 

 それから、１１１ページです。０１０２「牛久市商工会の運営を助成する」というところです。

これも補助金の増額になっております。増額の理由が経営発達支援計画の事業となっていますが、

この事業内容についてお伺いしたいと思います。 

 また、決算書をいただいたんですが、ピザフェスタがどこの金額になっているのかちょっとわ

からなかったものですから、ピザフェスタがこれ幾らで、来年度計上されているのかをお伺いし

たいと思います。 

 それから、ページ数１０１の０１０６「飲用地下水を調査する」この委託料の水質分析調査と

いうのの内容ですね。定期的に行っているものなのか、そこら辺も含めてどういった事業の委託

なのかをお伺いしたいと思います。以上３件です。 

○黒木委員長 商工観光課長。 

○大里商工観光課長 ただいまのまず、観光協会の御質問で、ガイドブックの御質問ですけれど

も、ガイドブックにつきましては、今年度作成をいたしまして、３月の末日に仕上がる予定とな

ってございます。多分１年前の予算特別のときに３０年の１０月の末にシャトーのほうから飲食

物販が撤退することになったので、３０年度本来、増刷をする予定だったパンフレットを増刷を

するのを取りやめて、元年度、今年度にその印刷を繰り越すという御説明をしましたので、多分

そちらかなとは思いますの。なので、ガイドブックは今年度末に仕上がりますので、新年度、令

和２年度から新しいガイドブックを使ってさまざまなところでＰＲを行ってまいりたいと考えて

おります。 

 今回、令和２年度、２５０万円増額になっておりますけれども、これは桜まつりの経費として
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計上をさせていただいたものでございます。こちらにつきましては、本来、新会社ができました

ので、また、当初桜まつりの時期までに再開をするということで当初新会社も動いておりました

けれども、２年度の予算どりをする昨年末ぐらいに、そのときにそのめどが立っておりませんで

したので、その段階で、なので、ただ、桜まつりを牛久市としてシャトーでやらないという選択

肢はなかったものですから、もし、新会社でできなかった場合には、シャトーの会場を観光協会

で借り上げて、観光協会が桜まつりを主催をするための経費として上げておこうということで２

５０万円上げさせていただいたところでございます。結果的には、コロナウイルスの影響で桜ま

つりという飲食を伴ったイベントは控えさせていただくことになり、開園時間を延長し、ライト

アップするというものに変更にはなってしまいましたけれども、そちらのライトアップの費用に

つきましては、観光協会のほうで持つような形になります。 

○黒木委員長 商工観光課長。 

○大里商工観光課長 済みません。商工会のほうの御質問にお答えさせていただきます。 

 こちら、平成３１年度商工会の補助金が１，９２４万３，０００円で、令和２年度２，２０８

万６，０００円、２８４万３，０００円の増額となってございます。こちらにつきましては、委

員さんからもございました経営発達支援計画を新たに国から認定を受けましたので、そちらに位

置づけられました新しい事業、そちらの事業費としての増額という形で上がっております。 

 そちらの事業の内容ということなんですけれども、計画の中には約３０の事業が位置づけられ

ておりまして、その中で新規の事業１４事業ございます。具体的にちょっと一部御紹介させてい

ただきますと、地域経済動向調査というものをやる形になります。こちらについては、これまで

商工会さんのほうで決算の申告、年間２２０件を超える指導を行っているそうなんですけれども、

これまではそのデータの分析というのを行っておらず、各事業所の経営分析ですとか、その指導

までには至っていなかったと。新たに４０社の決算データのほうを分析しまして、市内の各業種

ごとの業況を把握いたしまして、公表するとともに、事業者の支援を行っていくというような事

業だとお伺いしました。 

 あと、２点目といたしましては、需要動向調査というものを実施するそうです。こちらは、小

規模事業者さんは商品とか、サービスの提供に当たって、自社の売りたいとか、つくりたいとか

という意識が先行してしまって、お客様、顧客のニーズに基づく商品とかサービスの開発という

視点に欠けているということで、例えばＷａｉワイまつりなどのイベントのときに、調査対象商

品の価格ですとか、量だったり、味、パッケージのデザインなどをアンケートによって調査をい

たしまして、それを分析して商品の開発に生かしていくという事業だということで、このような

新しい１４の事業を行うための経費の増額をさせていただいております。 

 あと、ピザフェスタなんですけれども、ピザフェスタ、令和２年度の事業費は２３０万円にな

ります。議員さん方にお渡ししたのは平成３０年度の商工会の決算書になるかと思いますので、

そちらにはちょっと掲載がない形になります。以上でございます。 

○黒木委員長 環境経済部次長。 

○梶環境経済部次長 地下水の調査についてお答えします。 
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 調査の内容につきましては、久野、桂地区内のアルキル水銀、こちらは阿見町の吉原地区であ

った水質汚染の事案を受けて実施しているものです。久野と桂地区でモニタリグンポイント７点

を選定しまして、年に２回モニタリング調査を行っております。今のところ、物質の検出はない

という状況です。ただ、まだ阿見の吉原地区にあります観測井戸のほうからは若干の物質が出て

いることから、継続したいというふうに考えております。 

 それから、牛久町のモニタリングのほうにつきましては、以前、トリクロロエチレンが検出さ

れた事案がありまして、その事案を追いかけているモニタリングになります。こちらのほうにつ

いては、現在９地点を調査をモニタリングをしております。こちらのほうにつきましては、基準

を超過しているのが９地点のうち７地点、ただ、汚染についてはそれ以上の進行はないというふ

うに見ています。以上です。 

○黒木委員長 山本委員。 

○山本委員 はい、ありがとうございました。 

 そうしますと、シャトーの桜まつりについてちょっとお伺いしますが、今回はまだ牛久シャト

ー株式会社がはっきりしないということで観光協会が主催という、違う……、シャトー桜まつり

はならないですけれども、ライトアップに関しては観光協会でということで、御免なさい。じゃ

あもう１回ね。済みません。じゃあ来年牛久シャトー株式会社ができたらシャトー株式会社と観

光協会の共催という形になのか、ちょっと済みません。御免なさい私、ちゃんと聞いていません

ね。申しわけありません。ライトアップの費用に関しては、今回は市がという形ですね。わかり

ました。ちょっともう１回そこを済みません。お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、商工会のピザフェスタなんですけれども、今回はやらなかったから、ピザフェスタ

はたしか中止になったと思うんですけれども、そういった場合は、その分に関しては、返還され

るというのかな、というところを確認したいのと、あと、この補助適正化委員会のピザフェスタ

のあり方について、再考されたいというふうに書いてあるんですけれども、これがどういった意

味で再考されたいのかというところをちょっとお聞かせいただきたいと思います。以上です。 

○黒木委員長 商工観光課長。 

○大里商工観光課長 では、まず、桜まつりの御質問でございますけれども、私も言葉が先ほど

足りなくて、大変失礼いたしました。今回、３月の末と４月の頭、土日４日間ですね。そちら開

催の桜まつりにつきましては、あくまでも主体は牛久シャトー株式会社になります。しかしなが

ら、プラスアルファのライトアップ、そちらは結局飲食をしないということになりましたので、

市民の皆様にせめても桜を楽しんでいただきたいということでライトアップをするということに

なりましたので、その経費の５０万円を観光協会のほうから支出をさせていただくという形で考

えております。主体はあくまで牛久シャトー株という形になります。 

 今後につきましては、バーベキューガーデンで、あちらが再開するような形になった場合には、

桜も基本的にはあそこのバーベキューガーデンの周辺になりますので、以前のように桜を眺めな

がらバーベキューを楽しんでいただくというようなスタイルに戻るという表現でいいのかはちょ

っとあれですけれども、牛久シャトー株のほうで行うという形になります。ただ、そのときに、
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もしかすると観光協会のほうでも何らかの形で協力をするということはあり得る話だとは思いま

す。 

 続きまして、ピザフェスタのほうですね。ピザフェスタ、今回残念ながら新型コロナウイルス

の影響で中止という決定を牛久市商工会青年部のほうで行ったわけなんですけれども、その決定

をいたしましたが２月１８日になっております。ですので、ポスターとか、チラシ、あと捨て看

板などは既に作成済みで支出してしまった経費がございます。また、フォトコンテストにつきま

しては、そのまま実施をするという計画でおりますので、それを合わせまして、概算ではござい

ますけれども、今年度の経費２７０万円のうちの約半分はこちらに返還をされる予定となってご

ざいます。 

 また、今年度支出した中でも今回つくって次年度に回して使えるものも当然ございますので、

その分につきましては、来年度、２年度の予算が２３０万円ですけれども、それは満額請求をせ

ずに、使えるものは使うという形で考えております。 

 ピザフェスタのあり方ということで、補助金適正化委員会の指摘の内容ということなんですけ

れども、このピザの青年部さんの事業につきましては、当初の目的というのは、牛久市のピザを

つくって、広めるということだったはずなんだけれども、単なるお祭りとなっていないか、目的

をはっきりさせる必要があるというような御指摘をいただいたところでございます。ピザフェス

タにつきましては、今年度で４回目の開催で、イベントは牛久の牛久市のピザとして開発をいた

しましたピザの里、大きい、委員の皆さんもごらんになったことあろうかと思いますけれども、

あちらは種類から言うとシカゴピザというピザの種類なんですが、そちらのＰＲ、あと販売、あ

と牛久にピザとワインを浸透させるということを目的に始めたものでございます。 

 実際に、イベント開催のほかにオリジナルのピザの里の取り扱い店舗、そちらが市内で１６店

舗ございます。ピザの里をＰＲするホームページも開設をしておりまして、各店舗の照会ですと

か、デジタルマップなど、かなり充実した内容となっておりますので、後ほどごらんいただけれ

ばありがたいです。取り扱い店舗が日中の営業に弱いことや、あと手軽な土産物として利用でき

ないといった弱点があるのは青年部の部員さんたちもわかっていらっしゃいますので、将来的に

は、お土産としてのピザの里を開発いたしまして、それは冷凍とか、冷蔵という形になるかとは

思いますけれども、もしできれば牛久シャトーで販売したいという青年部さんの希望があるとい

うのも伺っているところです。以上です。 

○黒木委員長 ほかにございませんか。諸橋委員。 

○諸橋委員 １点だけお願いいたします。 

 先ほどキューちゃん焼きの話がでましたのでちょっとキューちゃんに関連した質問をさせてい

ただきたいんですが、キューちゃんのこういった年間スケジュールですとか、あとラーシクとの

こういった取り合いといいますか、関係というのはどうなっているのかというものをお伺いさせ

ていただきたいと思います。非常に子供たちに人気のあるキャラクターですので、子供が集まる

お祭り、特に鯉まつりとか、Ｗａｉワイまつりなんか人も多く来ますので、そういったときに練

り歩くなんていうことをやると非常に楽しいイベントになるんじゃないかなという個人的な思い
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もありますけれども、そのあたりどのような御見解をお持ちかお伺いをいたします。 

○黒木委員長 商工観光課長。 

○大里商工観光課長 ただいまのキューちゃんの御質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど甲斐委員さんにもお答えしましたけれども、市内外のさまざまな観光イベント、そちら

今年度２３イベントに行かせていただいておりますけれども、そちらの半分ぐらいはキューちゃ

んを連れてイベントに参加をさせていただいております。やはり委員さんからもございましたけ

れども、やっぱりキューちゃんが行きますと、子供たちが大変集まってきましてかなり人気とい

うことで私も非常にうれしいです。 

 ラーシクとの云々の話ですけれども、ラーシクは多分市外には行けないキャラクターという形

になっているかと思いますので、キューちゃんの役割としては市内はもとより市外を重点的に回

ってＰＲさせていただければと考えております。以上でございます。 

○黒木委員長 山本委員。 

○山本委員 １１３ページの０１０８の「牛久シャトー利活用する」というところ１点だけお願

いしたいと思います。 

 私の一般質問の答弁で、牛久市の支援として２月、３月の賃貸料を免除ということと、先ほど

の１年後は猶予というお話だったんですが、その内容を、契約締結のときにそういう内容が書か

れていたというお話だったんですが、契約締結はたしか２月１日ってそのときにお伺いしました。

その前に１月２０日に第１回取締役会、第２回取締役会が１月３０日とそのときもお聞きしたん

ですが、その中でどういった経緯でその契約締結までお話がなったのかというのをわかる範囲で

お伺いしたいと思います。その取締役会での内容というのが、それはここではだめなんでしょう

かね。副市長はおいでになっていますけれども、だめなんでしょうか。 

○黒木委員長 それでは、皆さんに委員の方３問ということでしたけれども、ずっと委員長、副

委員長の場合、最後までということなので、まとめて質問、質疑をするような形になりますが、

よろしくお願いします。須藤副委員長。 

○須藤副委員長 それでは、環境経済部４点、それからその後また建設部ということで、それぞ

れの部ごとに分けさせていただきたいと思いますので、済みません。 

 環境経済部のほうでは環境政策課９９ページ、款４項１目４の事業０１１２「放射能対策を行

う」ということで、今もずっと継続して放射線の測定をしていただいて、広報でもずっと発表さ

れていた。それが今ＱＲコードのほうで飛ぶという形になっておりますけれども、こうした活動

をしていることに対しては市民の方からも一定の評価をいただいているところで、まずそれをお

礼を申し上げます。 

 それから、その結果をいわゆる公園とか、そういうところの表示というのはきちんとなされて

いるのかなということをちょっと心配されている方がいらしたので、その点を伺います。 

 それからあと、甲状腺検査のほうの申し込みということで、若干名あるのかなというふうに思

いますけれども、その辺について伺います。 

 それから、農業政策課２点、１０７ページの真ん中よりちょっと下のところで「耕作放棄地の
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拡大を防止する」というところ、それから次のページの畜産業費の０１０２の「家畜の伝染病を

予防する」という、この２点なんですけれども、これは野生動物という観点からちょっと質問を

したいと思います。 

 ここの耕作放棄地、今回の支出を見てみると、先ほどの御答弁のとおりだというふうに思いま

すが、牛久では幸いイノシシ等の被害が出ていないという状況の中で、こうした進入を防ぐとい

うような意味でも森林を適切に管理する。あるいは耕作放棄地対策というのが必要だというふう

に思いますが、そうした点からのこの耕作放棄地の発見、それから防止というのをどう考えてお

られるのかということが１点。 

 それから、次のページの「家畜の伝染病を予防する」これも県のほうの負担金ということにな

っておりますけれども、市としてこれは県のほうのいろいろな畜産協会のもし出た場合の対策と

しては決められているとは思うんですけれども、牛久市として事前に何かをやっていくようなも

のがあるのか、その点についてお尋ねいたします。 

 それからもう１点が、先ほど来出ておりましたが、１１１ページの「商工会の運営を補助する」

０１０２のところでございます。先ほど来ありましたけれども、国の補助金もついて、経営発達

支援計画、これに商工会が行うということで、これに関連して、商工会はそれぞれの小さいとい

っては失礼ですね、市内の商工業者の先ほどもあったように、経営改善に臨んでいく、そうする

とこれによって牛久市でもその事業改善、それからあと、補償等の経営拡大につながる融資であ

るとか、そういうものに関連して、牛久市として、ここを受けて、その後別途予算が必要になる

ようなことがあるのかなと。それはどういうことになっているのか。 

 それからあと、今回の新型コロナウイルスということは、この中小の商工業者にとっては大き

く影響があると思うので、これはまた国の対策が決まらなければ市としてどうこうできるという

ことにはならないというふうには思うんですが、この新型コロナに対して、商工会を通じて特段、

県も含めて指導が考えられるというようなことは今現在では市のほうにそうした情報が入ってい

るのかどうか、その点を伺いたいと思います。以上です。 

○黒木委員長 環境経済部次長。 

○梶環境経済部次長 放射能測定につきましては、まず、定点測定といいまして、全部で６２カ

所になります。保育所、幼稚園、小学校、中学校、それから公園、６２カ所を測定しまして、公

園につきましては、看板を掲示しまして、それを書き換えるというやり方をしています。当然今

のところといいますか、除染は終わっていますので、確認という意味で、放射線量率は上昇は見

られない。 

 それから、甲状腺の検査につきましては、だんだん少なくなってはきているんですが、３１年

度、今の現在で７名の方が受診されています。この事業は２５年度からやっておりまして、今ま

でＡ１、Ａ２、Ｂ、Ｃという結果があるんですけれども、Ｂ判定以上というのは今まで見られた

んですが、放射線の影響でのがんということではないということでした。以上です。 

○黒木委員長 農業政策課長。 

○神戸農業政策課長 それでは、２問目と３問目の質問のほうにお答えさせていただきます。 
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 野生動物に対しての耕作放棄地ということなんですけれども、先ほど委員のほうから話があり

ましたけれども、イノシシの被害に関しては、牛久も被害がございます。稲敷市との境、井ノ岡

のちょっと奥のところになりますけれども、ちょうど市の境のところですね。こちらのほうは水

田のほうにイノシシの被害が出ております。既にイノシシが嫌がるような薬剤を周辺に散布した

り、県のほうから大きい箱わなを３基借りまして設置しております。幸いにもというかつかまっ

てはいなんですけれども、その後は大分被害の状況は減ってはおります。 

 あと、市内の床屋さん、散髪店にお願いをしまして、人のにおいを嫌がるものなので、髪の毛

を不織布の袋に入れてつるしたり、定期的に対策はしております。周辺がどうしても奥まったと

ころですので、森林に関しても所有者に許可をとりまして、薬剤のほうを散布したり、間にもち

ょっと田んぼで使っていないところがあるんですけれども、そこの所有者にも許可をとりまして、

箱わなを設置させていただくこと等、ある程度処理をさせていただくと、そういったことはして

おります。 

 猟友会のほうにも話をさせていただいて、現場を見にいっていただきました。通常イノシシだ

ったりとか、鹿の被害というのは、くくりわなを設置するのが一般的なんですけれども、ちょっ

と足跡が一定ではないために、ちょっとくくりわなの設置は難しいということで今回に関しては

箱わなのほうを設置させていただいております。今のところはその１カ所、稲敷市との境なんで

すけれども、稲敷市のほうでも何頭かつかまえて駆除しております。牛久のほうにも常時いるわ

けではないとは思うんですけれども、足跡が見られたりとか、ヌタバというんですか、そういっ

た感じて横になった形跡はありますので、そういったことが今後ないように、定期的にうちのほ

うでも強いにおいのする薬剤ですとか、そういったものをイノシシは嫌がりますので、できるだ

け人が管理しているよという状況を継続して、大体まくと２カ月とか、そのぐらいは効果があり

ますので、定期的に耕作している方とも連絡を取り合っておりますので、そういった形で今後も

対策をしていきたいと考えております。 

 あと次が、家畜の伝染病ということで、牛久で考えられるのはちょっと前に騒がれました豚コ

レラとあと鳥インフルエンザ、こちらのほうの２つが大きいものになります。豚コレラに関しま

しては市内に２カ所事業所がございます。１カ所に関しましては１２月の補正予算でとらせてい

ただきましたけれども、国のほうの特例措置がございまして、イノシシが豚コレラの病原菌を運

ぶということになっていますので、それの対策の柵を設置すると。そういったことで対策をして

おります。 

 鳥インフルエンザに関しましても、県のほうで要綱ができておりまして、万が一のときには当

然ながら殺処分と、近隣に関しても消毒が入ると。市で独自で何かをやっているかということな

んですけれども、市のほうではこちらに対応する消毒液であったりとか、消石灰ですね、あと畜

産関係はどうしてもにおいが広く出ますので、それに対応する薬剤のほうを市で毎年定期的に配

布しております。こういったものが騒がれたときには、県のほうからも特別に消石灰が大量に配

布されますので、それを農業政策課のほうで各畜産農家さんのほうに配布するような対策はとっ

ております。以上です。 
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○黒木委員長 商工観光課長。 

○大里商工観光課長 では、経営発達支援計画に伴った牛久市で何か新しい事業があるのかどう

かという御質問かと思いますけれども、まず、商工会のほうで策定いたしました経営発達支援計

画の中に、牛久市の役割という位置づけがございまして、小規模事業者の声が反映された小規模

事業者支援策の実現を図るというものがございます。現時点での具体的な新規事業というのは、

ございませんけれども、現在も既に実施をしております自治金融制度を利用して、融資を受けた

事業者に対する保証料や利子補給を継続して行っていくほか、商工会が管理している街路灯の撤

去費用やＬＥＤ化への補助、またはハートフルクーポン券の発行事業など、中小、小規模事業者

に対する支援事業を継続してまいりたいと考えてございます。 

 また、新型コロナウイルスの関連なんですけれども、市内でも飲食業、旅行業、旅館業のほか、

学校給食がなくなったことですとか、またはイベントが中止となったこと、あとは学校が休校に

なったことなどの理由で売り上げが減少している事業者さんがかなりいらっしゃいまして、商工

会や、うちの商工観光課のほうにもかなり相談が寄せられているところでございます。きょうも

お昼に下に戻りましたら、かなりの件数の問い合わせがあったという報告を受けました。国では、

昨日ですけれども、１．６兆円の資金のほうを投入するというニュースも流れていましたけれど

も、余り細かいことは時間がないのであれなんですが、信用保証協会のほうでやっているセーフ

ティーネット保証ですとか、あとは日本政策金融公庫のほうでやっているセーフティーネット貸

付とか、あとは衛生環境激減対策特別貸付なんていうのもございまして、そういったさまざまな

ものがあるんですね。ですので、それぞれに対象となる業種ですとか、適用の要件、資金使途な

ど条件が違ってまいりますので、商工会さんでは、各事業者から聞き取りを行って、その事業者

さんに一番利用しやすくて、有利な制度を御案内をして、県のパワーアップ融資とか、銀行の融

資につなげていっているんだよという話は聞いたところでございます。 

 また、日々新しい、きのうも日本政策金融公庫で無利子、無担保の融資なんていうのも首相か

らの発言もございましたので、最新の情報をキャッチしながら、市内の中小、小規模事業者の資

金繰りの支援を商工会と市が協力して行ってまいりたいと考えております。以上です。 

○黒木委員長 須藤副委員長。 

○須藤副委員長 質問というよりは、お願いという形になってしまうんだろうと思いますけれど

も、ただいまの商工会の市内の事業者のこの新型コロナに関連して、それぞれ経営的に非常に厳

しい状況に追い込まれている方がいらっしゃるということで、これは商工会を中心に、こうした

経営発達支援計画、これもこういう事業者がより事業が自分たちの今まで見えなかったものを、

いわゆる大きな経営のスタイルの中で見直していくというようなことも含まれている中での中小

事業者への支援という形でいると思います。そうしたことから、このコロナ対策に対しもそうい

う事業者の方々の体制に寄り添う形で一緒に知恵を絞っていただきたいなというようなことをお

願いするとともに、こうした既存の市内の事業者は、こうした厳しい中で自分たちの独立独歩で

やっていくわけですね。そういうことを考えますと、牛久シャトーにおいても、やはり同じよう

に親方日の丸ということの考えは、やっぱり一切捨てていただいて、この皆さんと同じそういう
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一事業者であるということを肝に銘じて牛久市でも対応に当たっていただきたいなと、するべき

支援はする。だけれども、それには一定の節度というか、市の役割と、事業者の役割が厳然たる

のだということは、肝に銘じていただきたいと、これはお願いになりますので、答弁は要りませ

ん。 

 続いて、建設部のほうよろしいですかね。じゃあ建設部のほうについてちょっと伺っていきた

いと思います。 

 都市計画課のほうでは１２３ページの「駅周辺を適正に管理する」ということで委託料、先ほ

ども出ていましたように、実施計画、改修も組まれているわけですけれども、今回の改修のコン

セプト、それから工事のスケジュールについて伺います。 

 それから、空き家対策のほうなんですけれども、１２５ページの「空き家の適正管理及び有効

活用を推進する」ということで、一般質問等でも多く出ておりますけれども、空き家の適正管理

の中で有効活用のほうの部分というのがどうもやっぱり力がなかなか入れられないということな

んだろうと思うんですけれども、私たち市民クラブが伊賀市をこの空き家対策で調査したことが

あったんですけれども、そこでは、建築施工、それから建築士、金融機関、それから宅建業界、

そうした方々の専門家の集団がプラットホームを構築して、さまざまな空き家の所有者に対して

利活用を図るための積極的アドバイスができるような体制をとっているということを伺ってきた

んですけれども、牛久市の中でも、こうしたいわゆる金融もどうして含まれているかというと、

空き家活用には自分のお金をどう使うかといったときに、資産としてここに余力をかけられない

人がいらっしゃるわけですね。こういう空き家に対してもリバースモーゲージというような形で、

空き家を担保にしてお金を借りて改修に回すとかというようなこともやっているようなんです。

そういうような意味で、ここの空き家の有効活用をどういうふうに図っていくか、そうした体制

整備について伺いたいと思います。 

 それから、道路整備課のほうでじゃあ伺います。 

 １１５ページのところで「橋りょうを維持管理する」ということで、橋りょう点検が牛久市内

の中で点検が行われたと聞いておりますけれども、その橋りょうを、今後長寿命化計画の中で、

道路、それから橋りょうを同じような位置づけでやっていくんだろうというふうに思いますが、

この辺の今後橋りょうについての整備計画、別途で立てているのか、そうした道路と一緒なのか、

その辺の今後の取り組みについて伺います。以上です。 

○黒木委員長 都市計画課長。 

○榎本都市計画課長 都市計画課です。ただいま御質問がありました「駅周辺環境を適正に管理

する事業」についての御質問にお答えいたします。 

 こちらの委託料の実施設計につきましては、牛久駅西口の駅舎とエスカードビルを結ぶ歩道橋

の改修に関する実施設計の業務となります。この歩道橋は牛久駅西口再開発事業に伴い、駅前ロ

ータリー、再開発ビルを結ぶ施設として設置されたものであります。現在、エスカードビルの空

き床対策や、駅西口のロータリーのバリフリー化などの課題を解消するため、それぞれにおいて

対策を図っているところであり、その一環として、駅周辺の利便性の向上を図り、エスカードビ
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ルを初めとする駅周辺の活性化を目的として、歩道橋に屋根を設置するものであります。 

 なお、今回の改修によりまして、歩道橋自体の補修や、耐震化もあわせて施工し、長寿命化を

図ることとしております。 

 工事のスケジュールにつきましては、来年度に実施設計を行いまして、令和３年度に工事を施

工する予定としております。詳細な施工スケジュールにつきましては、来年度は実施設計にて検

討してまいりますので、御理解いただきたいと思います。 

○黒木委員長 空家対策課長。 

○柴田空家対策課長 空家対策課の柴田です。ただいまの空き家の活用のほうについての御回答

をいたしたいと思います。 

 牛久市の空家対策課のほうでは、平成２９年度に新しい部署ができまして、それまでやはり管

理不全空家を対象に、どう改善していくかというものを一生懸命取り組んできたんですが、その

中、空き家を発生させない。抑制ということで、やはり管理不全空家というよりも、空き家を発

生させないということで取り組みのほうを今現在進めております。そこには、平成２９年度にま

ず有効活用の第１弾として、空き家バンクの提携協定を宅建さんと結んでおり、そちらのほうに

回していくという協定を結んでおります。その後、平成３０年には、宅建さん以外、今度は弁護

士会、司法書士会、建築士会の方と協定を結びまして、これは無料相談会、これは期間が年に４

回で今ちょっとやっているんですけれども、こちらの無料相談会の協定を結んで、市民の方に相

談してもらおうということを取り組んできております。 

 それからまた最近なんですが、３月６日に、今度は司法書士会、弁護士会、建築士会の方と空

き家の対策についての協定ということで、空き家のいろいろな相談、我々のほうの窓口に来ます。

そこで、我々全部の専門ではないので、そこで今後はより専門の立場に立ったものを今度は推薦

で御紹介していくということで、それを受けて弁護士会さんと各団体さんは受けていただくと、

専門家の派遣をしていただくということを新たに３月６日に協定を結びました。その中で、今の

段階では実態調査を毎年我々行っております。水道情報を利用して、おおむね１年間空き家にな

っているものについてアンケートをとって、その空き家をどうしたいのかということを実態調査

しております。そこで相談に来た方については、無料相談会、空き家バンク、それから今回の協

定を結んだ建物に対しては建築士とか、いろいろな相続に関しては弁護士とか、そういう形で回

せるような形になっています。今のところまだそれを始めたばかりで、順々に行っているんです

が、待っている状況ということは変わりありません。須藤委員のほうから紹介がありましたプラ

ットホームについては、持っているデータをそのプラットホームということで設立した団体に提

供して、逆にどうですかという提案をしていくものだと思われるんですが、そういう形で逆にそ

ういう提案したものをこれから出していくというのも多分必要になってくると思います。今のと

ころその３つの協定を通して、空き家バンクについても答弁のほうで御回答をしたとおり、平成

２９年度に始まって、５６件のところの成約が１８件、２０件弱まで上がってきていたり、成果

はいろいろ見せておりますが、そういう形で待っているだけではなく、今後また今度は所有者の

ほうに踏み込んでいくというのも必要だとは思いますので、そちらのほうも検討材料として進め
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ていこうかと考えております。以上です。 

○黒木委員長 道路整備課長。 

○藤木道路整備課長 私のほうから橋りょう点検につきまして、お答えさせていただきます。 

 橋りょう点検につきましては、５年に一度の点検が義務づけをされまして、それに伴って牛久

市におきましても平成２９年度と３０年度の２カ年で一般橋りょうの６６橋、歩道橋３橋、合わ

せまして６９橋の点検を実施いたしました。点検の結果でございますが、点検要領で健全性を４

段階に判定することになっております。１が健全、２が予防保全段階、３が早期措置段階、４が

緊急措置段階というふうにまっておりまして、牛久市の橋りょうにつきましては、全て１または

２の判定となりました。結果としてはおおむね健全と言える判定でございましたけれども、予防

保全と、長寿命化といったところの観点から、１０カ年の橋りょうの長寿命化の計画を策定しま

して、平成３０年度、昨年からなんですが、ちょっと繰り越しをさせていただいていますので、

あれなんですけれども、昨年度から修繕工事のほうを実施しているという状況でございます。 

 また、５年後にはまた点検という形になってきますので、その点検の結果を踏まえて、修繕計

画のほうも見直しをしながら、進めていきたいというふうに考えております。以上です。 

○黒木委員長 それでは、以上で環境経済部、建設部等所管の質疑を終結いたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は１４時１５分といたします。 

午後１時５９分休憩 

                                    

午後２時１４分開議 

○黒木委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより議事に入ります。 

 令和２年度特別会計予算を議題といたします。 

 まず、議案第２８号令和２年度牛久市国民健康保険事業特別会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。保健福祉部長。 

○藤田保健福祉部長 保健福祉部の藤田でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和２年度国民健康保険事業特別会計について御説明申し上げます。 

 令和２年度の国民健康保険事業特別会計予算につきましては、歳入歳出ともに７９億９００万

円で、平成３１年度当初予算８１億９，８００万円と比較いたしまして、２億８，９００万円、

３．５％の減額予算となっております。主な減額の状況を申し上げますと、退職被保険者に現物

分の医療費を給付する事業では５００万円と、前年度比較で２，２００万円の減となっておりま

す。また、高額療養費の支給を初め、出産育児一時金の支給なども同様に減額計上となっており

ます。 

 県に納めます納付金につきましても、介護納付金は増額となりますが、納付金全体では、１７

億４，８６６万８，０００円と前年度より４億６，２６４万４，０００円の減額となっておりま

す。 

 国民健康保険の被保険者の推移でございますが、令和２年１月末日時点で１万８，７７８人と、
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平成３１年１月末の１万９，６３８人より８６０人の減という状況でございます。 

 以上、概略の説明をさせていただきました。御審議のほどをよろしくお願いをいたします。 

○黒木委員長 これより令和２年度国民健康保険事業特別会計予算に対する質疑を行います。質

疑のある方は御発言願います。ございませんか。須藤副委員長。 

○須藤副委員長 国保については、被保険者数が減少しているということで、全体規模も減額と

いうようなことだというふうに思います。その中で、県支出金という形、歳入のほうなんですけ

れども、２２５ページ、一般質問でもさせていただいんですけれども、保険者努力支援分という

ことで、県支出金補助金の保険給付費等交付金保険者努力支援金ということで、この辺は、いろ

いろな基準でこの支援分というのが算定されてくると思うんですけれども、牛久市としては、こ

れをどういう形でふやして、支援分として大きくしていくのか、これは特定健診等の関係だとい

うふうに思いますけれども、その点についてもう一度予算の中で伺いたいと思います。 

 それからあと、先ほど部長のほうの説明があった２３１ページの療養諸費ということになりま

すね。退職被保険者現物分の医療費給付というのが大きく減っているということで、この点につ

いてどういう状況なのか伺います。以上２点お願いいたします。 

○黒木委員長 医療年金課長。 

○石塚医療年金課長 医療年金の石塚です。よろしくお願いします。 

 まず、保険者努力支援分なんですが、こちら令和２年度の予算は、今年度の平成３１年度の実

績と同じ金額を計上しています。やはりこれは大体全国で５００億円をその各市町村の獲得した

点数に応じましてもらえるようになっているんですが、当然これからふやすためには、やはり重

症化予防とか、あと検診の受診率、これが目標６０％行けばかなりもらえると思うんですが、そ

れを目指して、これから頑張っていきたいなと思っております。 

 あと２３１ページの退職分の医療費なんですが、これは退職者医療制度といいまして、この制

度は５年前に一応廃止になっているんですが、経過措置として、その方が６５歳になるまで残っ

ているんですが、これは一応来年度でほとんどいなくなる予定ではあるんですが、その月おくれ

分とかで、暫定的に、あと退職振替といって、一般から退職後に振り替える場合があるので、そ

の分を考えて、予算計上してあります。 

○黒木委員長 須藤副委員長。 

○須藤副委員長 退職者医療保険のほうなんですけれども、もう制度自体は終わっているという

ことで、そうしますと、以前、会社に勤務されていて、その後退職されてもこの保険が受けられ

るということ自体はもう５年前に終了して、その対象の被保険者がもういない。それが最後の方々

がこの中にまだあるということでの計上というように理解してよろしいのか、ちょっとその点再

度伺います。 

○黒木委員長 医療年金課長。 

○石塚医療年金課長 これは廃止になったのが平成２６年なので、そのとき６０歳で入った方が

５年たつと６５歳ということで、本年度でいなくなる予定ではいるんですが、ちょっと資格上、

本当は退職だったのに、一般被保険者で医療費を払っていた分が過去に遡って、その分を振り替
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える必要があるので、もともとその振り替え用として暫定的にとってあるだけです。当然退職者

でなくなった方は一般のほうに移行しています。以上です。 

○黒木委員長 よろしいでしょうか。そのほかございませんね。 

 以上で令和２年度牛久市国民健康保険事業特別会計予算に対する質疑を終結いたします。 

 次に、議案第３０号、令和２年度牛久市介護保険事業特別会計予算を議題といたします。 

 まず、執行部の説明を求めます。保健福祉部長。 

○藤田保健福祉部長 それでは、令和２年度介護保険事業特別会計について御説明申し上げます。 

 令和２年度予算につきましては、歳入歳出とも５４億５，２００万円で、平成３１年度当初予

算の５０億９，１００万円と比べまして３億６，１００万円、約７．１％の増額計上となってお

ります。 

 歳出では、本特別会計の多くを占めます保険給付費が４９億３，７０２万円と前年度と比較し

まして３億１，４９３万６，０００円の増額、地域支援事業につきましても３億６，６８２万５，

０００円と前年度比２，８５３万９，０００円の増額計上をさせていただきましたが、今後も高

齢化の進展により、さらに膨らんでいくものと思われます。 

 なお、３月２日現在の６５歳以上の人口は、２万４，２９９人と、高齢化率は２８．６５％と

なっておりまして、要介護認定者数は、２，９５８人となっておりまして、１２．１７％の認定

率となっております。 

 以上、概略の説明をさせていただきました。御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○黒木委員長 執行部の説明は終わりました。 

 これより令和２年度牛久市介護保険事業特別会計予算に対する質疑を行います。 

 質疑のある方は御発言を願います。加川委員。 

○加川委員 よろしくお願いいたします。 

 充当するページが多分予算書の２８１ページかと思いますが、２点ほどお伺いいたします。 

 先ほどの国民健康保険のところで多少委員の質問とダブる部分もあるかと思いますが、介護保

険者機能強化推進交付税に加え、消費税財源を活用して、保険者の努力支援金が創設されました。

こちらを牛久市ではどのように活用していくか、効果として考えることは何かをまず１点目お伺

いいたします。 

 ２点目は、６５歳以上の低所得者の保険料軽減強化ということで、国の施策として基準額が変

更されました。基準額の設定として第１段階の方が０．４５から０．３へ、第２段階の方が０．

７５から０．５へ、第３段階の方が０．７５から０．７というふうに保険料の負担割合が国では

変更されていますが、牛久市にはそれがどのように反映され、第１段階から、第３段階までの人

数とそれぞれの金額をお示しいただければと思います。以上２点です。 

○黒木委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 加川委員の御質問にお答えいたします。 

 インセンティブ交付金のことについてだと思うんですけれども、一般質問でもあったように、

昨年度と比べまして随分９００万円ちょっともらえるようになったところですが、やはりこちら
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御褒美的な形でもらうような交付金であるので、できていない部分をさらに目標を高く持つこと

で、結果的にもう少し御褒美がふえてくるというところになってくるかと思います。財源に乏し

いところはやはりこの交付金を頑張って勝ち取ろうとやっているところではありますが、牛久市

としては、特にこの事業に特化してそれを入れてやるような事業は今のところ考えてはいないと

ころではあります。ですが、やはり足りない部分、全国でも、県内でも順位的に低いということ

がわかっているので、できていない部分、特に認知症の施策であるとか、在宅医療介護の連携で

あるとか、そういったところを令和２年度は少し強化して、取り組んでいければと考えています。 

 もう１点の質問についてなんですけれども、消費税増税に伴う保険料の軽減措置についてなん

ですけれども、国で示しているとおり、これは国の省令で示されているものですから、昨年度の

６月議会においてこちらも承認をいただいたところでありまして、昨年度対象となった人数につ

きましては、第１所得段階の方が２，７７５人、全体の１１．８５％、第２所得段階の方が１，

１８９人で、全体の５．０８％、第３所得段階の方が９９２人で、全体の４．２３％になってお

ります。済みません。具体的な金額については、資料を持っていないところではありますので、

もし、必要であればお示しできるかと思います。以上でございます。 

○黒木委員長 続きまして、質疑のある方。甲斐委員。 

○甲斐委員 １点お願いします。 

 ２８５ページなんですが、０１０１「要介護の認定を調査する」ということで、この調査の内

容と調査方法ですか。それを教えていただければと思います。１点です。 

○黒木委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 甲斐委員の御質問にお答えします。 

 認定の調査について、こちらの内容につきましては、もう国で決められた調査票という書式が

ばちっと決まっておりまして、それに関する調査項目を１つずつ調査員が調査するという形をと

っています。調査員はうちの正職員もそうですけれども、一定の資格を持った方、研修を受けた

方が行っているところでありまして、特に非常勤の調査員の方たちは全て元ケアマネジャーであ

るとか、そういった専門の資格の方が実際に家庭に赴いて、よく聞き取って調査をします。病院

とかにも行ったりをしているところです。あと、正職員については、すごく遠方であったり、あ

と調査員がどうしても入れない小間であったり、特殊な事情の方とか、そういった方は市の職員

が行くようにしているような状況です。よろしいでしょうか。 

○黒木委員長 ほかに質疑のある方、挙手を願います。山本委員。 

○山本委員 じゃあ私は４件だけですので、４件一緒でよろしいでしょうか。済みません。お願

いいたします。 

 ２８９ページの中ほど、上のほうですね。０１０２「通所型サービスを実施する」その中の補

助金で地区社協サロン事業補助金というのがございます。昨年度１００万円ほどの予算だったと

思いますが、今年度６０万円ということで、今これ行っているところ何カ所かというのの確認と、

１カ所当たりの補助金の金額をお伺いしたいと思います。 

 それから、次の２９１ページの一番下の０１０３「成年後見制度の利用を支援する」この扶助
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費も昨年度１００万円ほどあったのに対して、今回２０万円と減額になっております。この内容

とその減額になった理由をお知らせいただきたいと思います。 

 次の２９３ページの０１０４、一番上ですね。「介護サービス・介護予防サービス受給者に介護

相談員派遣事業を行う」今回報酬の金額が上がっております。今、介護相談員という方、何名い

らっしゃって、会計年度任用職員に移行するに当たって、この方たちの身分がどういう身分にな

るのかというところもちょっと確認したいと思います。 

 それから、その２つ下の０１０６「居宅用介護者の住宅改修費支給申請理由書作成に補助する」

住宅改修支援補助金が２，０００円ということで、ちょっとこの説明書を見ますと、これは執行

が３年間なかったということになっているんですが、これは需要がないのか、それともそのほか

に何か原因があるのか、その執行が３年間なかったということの理由をお伺いしたいと思います。

以上４件です。 

○黒木委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 山本委員の御質問、４点の御質問にお答えいたします。 

 まず、地区社協の補助金についてなんですけれども、地区社協サロン事業補助金、こちらにつ

いては、むつわさんととまり木さんということになります。どちらもかなり実績を積んできまし

て、かなり補助金は１回出すんですけれども、返還してもらうように執行残がある場合には返還

してもらうようなことがやはり何年か続きまして、満額最初に出すのではなくて、どちらの会長

さんとも協議しながらなんですけれども、こちらの支給要件を初年度５０万円で、翌年以降は３

０万円でどんなものかということで話し合ってきました。それも返還額に見合った金額であった

ものですから、どちらの会長さんも快く了承してもらったような次第であります。なので、今後、

新しくこのサービスを展開したいと言ってきたところには、初年度は手厚く、様子を見ながらで

すけれども、手厚く５０万円を出して、２年目以降は３０万円でやっていくような、そんな形で

設定をしたところで、令和２年度は減額という形になっています。 

 次に、成年後見制度について、こちらも減額になっているところではあるんですけれども、昨

年度は、たしか２名の方と弁護士の成年後見人だったと思うんですけれども、ここで出している

報酬というのは市長申し立てをした方ということなんですけれども、昨年度は２名で、今年度は

１名ですかね。たしか報酬の請求が２年に１回、毎年来るのではなくて、何かそういうサイクル

があるようで、それで、今年度請求が来るであろう人は１名でこの金額ということで計上させて

いただいています。 

 次に、相談員のことについてなんですけれども、現在、４名で実施しているところです。週５

日の人が１人で、残りは皆３日間なんですね。この方たちに対して、来年度も引き続き継続して

やっていただくところでありまして、５日の人は、期末手当等が出る５日間の身分ということに

なります。３日間の方はこれまでどおりということになります。 

 最後に、「居宅要介護者の住宅改修費支給申請理由書作成に補助する」こちらなんですけれども、

住宅改修をするときには、必ず計画書、書いていただく書類があるんですけれども、これは普通

ケアマネジャーさんとか、特定の資格があった人が書いてくるわけなんですけれども、まれにそ
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れが自分で書けるという人が昔いたそうで、すごく細かい用紙なんですけれども、前例を聞くと

大工さんだった方だったかな、そういう方が過去１例だけあったとことは実績としてあるそうで

す。ただ、そういう方は今はいませんが、いるかもしれないということで、一応２，０００円と

いうことで１件分計上してあります。以上となります。 

○黒木委員長 山本委員。 

○山本委員 はい、わかりました。 

 成年後見制度、さっき市長申し立てが昨年２名で、今年度１名でしたっけ、牛久市は割と少な

いような数字だと、ほかの市町村に比べると。私も研修を受けながらちょっと感じたところなん

ですけれども、中核機関というのができて、今後その市長申し立てというのの数字というのはど

う推移していくかというところをもしわかればお示しいただきたいと思います。 

 あと、介護相談員の方４名ということで、これからまた介護の認定する方がふえていく中で、

この人数で今何とかやっていらっしゃるのか、今後ふえていく可能性というのもあるのかという

というところをお伺いしたいと思います。 

○黒木委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 市長申し立ての今後の見通しということで、お答えします。 

 やはり私もまたここに来て２年ですけれども、やはり本当に天涯孤独のような人がいて、全然

支援者が立たないという高齢者もいますし、障害者もいるということもよくわかってきたところ

です。そういう状況の中、やはりケアマネジャーさんや障害の相談のほうの方とか、現場で大変

苦慮している方たちもたくさんいるということもわかってきたところです。なので、そういった

方々に中核機関の制度を浸透させることで、もしかすると支援につながらないで埋もれている人

もいるかもしれないので、それは中核機関の働きぶりを見ながら、中でもむ組織もつくっており

ますので、その中で見ていきたいと思います。 

 あと、相談員に関してなんですけれども、やはりこれから施設もふえていくことですから、相

談員の増員は計画しておりまして、来年度はもう１名増員する計画でおります。幸い週５日で働

いてくれる方が見つかりましたので、今よりはいろいろなところを見にいけるようなるかなと期

待しているところです。以上です。 

○黒木委員長 それでは、審査の途中ですが、間もなく東日本大震災により、亡くなられた方々

に対し、哀悼の意をあらわすため、黙禱を行いますが、午後２時４６分に庁内放送がありますの

で、暫時休憩いたします。 

午後２時４０分休憩 

                                    

午後２時４７分開議 

○黒木委員長 それでは、審議を再開いたします。 

 質疑のある方挙手を願います。須藤副委員長。 

○須藤副委員長 ２８３ページ、歳入のほうの諸収入のところの３雑入で、ヘルパー養成講座参

加費ということで９万円、これ、支出のほうで伺いたいというふうに思いますけれども、この参
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加費というのはどのくらいを想定して、どのくらいの人数なのかというところで後ろのほうの事

業かなというふうに思いますけれども、伺います。 

 それから、２８７ページのところの介護予防サービス等諸費ということで、ここも大きく跳ね

上がっているところでございますけれども、牛久の介護予防サービス、いろいろな介護予防に取

り組んでいるところだと思いますけれども、これはまた別途のことですので、増加傾向にあると

いうふうに思いますが、この辺の受給者数と、それからサービス利用の状況について伺います。

これを受けてくれているサービス事業者、その辺は確保できているのかということについて伺い

ます。 

 それから、あと２８９ページの最後の下の段の「地域介護予防活動支援をする」ということで、

認知症予防リーダー養成講座、それから補助金のところでボランティア団体活動支援補助金とい

うことで、この辺の活動状況というか、その辺、どういうところを目指しているのかということ

を伺います。 

 それから、次の０１０５「地域介護ヘルパー養成講座を開催する」これが先ほどの歳入の部分

なのかなというふうに思っておりますけれども、この地域介護ヘルパーどういう活用をしていく

のか、養成は委託料ということで、社協ということになのかなというふうに思いますけれども、

どういう形で、どの程度の中身、内容を受講して、どういう活動につなげていくのかという点に

ついて伺います。 

 それから、あと２つなので続けて申しわけありませんけれどもお願いします。 

 その下、包括的支援事業ということで、０１０１の「地域包括支援センター」今後この地域包

括支援ということが国からもうたわれている中で、牛久市もこの辺の事業を充実させていく、人

数もふえてくるだろうというふうに思いますので、現状と、それからどういう体制で、これも社

協委託ということになっていると思いますけれども、人的な配置、それからあと今後の展開の中

では、機能的に分けていく、対象の人数ごとに機能を分けていかなければいけないわけですので、

その辺の今後の取り組みについて伺います。 

 それからもう一つ、その下の「生活支援体制整備事業」これについてもあわせて伺います。以

上お願いいたします。 

○黒木委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 須藤副委員長の幾つかの御質問にお答えいたします。 

 まずは、こちらの地域介護ヘルパーに関することなんですけれども、こちらは社会福祉協議会

に委託している事業でありまして、平成３０年度は、済みません。平成３１年度は今資料を持っ

ていないんですけれども、平成３０年度は２１名の方が利用しています。参加しております。講

義は実技も含めて全５２時間程度実施というふうに聞いています。ただ、こちらの今後の活用の

仕方なんですけれども、どちらかというと自分の在宅介護に生かしたいというのがほとんどで、

地域に還元するというところまではまだ結びついていない状況というふうに聞いております。 

○黒木委員長 健康づくり推進課長。 

○内藤保健福祉部次長兼健康づくり推進課長 済みません。２８９ページの０１０４「地域介護
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予防活動推進をする認知症予防リーダー養成講座」につきましては、健康づくり推進課の所管に

なっておりますので、そちらについての御質問にお答えいたします。 

 こちらにつきましては、平成３０年度に認知症予防リーダーの養成講座を開始いたしまして、

このときに１２行政区２８名の方が養成講座を受けまして、その要請講座を受けた内容を地域で

認知症予防活動として展開しております。今年度から活動を始めたわけなんですが、実績といた

しましては、１１行政区で実施しておりまして、トータル１５１回、受けた方は延べですけれど

も２，２４１名ということで今年度の実績が出ております。 

 また、地区としては、開催回数は少ない、行政区自体が少ないというのはあるんですけれども、

令和２年度につきましては、養成講座のほうを実施いたしまして、定員３０名ということで実施

していない地区を主体として、行政区の方にお願いをして、今やっているかっぱつ体操普及員さ

ん、シルバー対象指導士のところにプラスアルファの形で実施できるように計画しているところ

でございます。こういったものは、今後も隔年ごとに実施して、地域で展開できるようにしてい

きたいと考えております。以上です。 

○黒木委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 申しわけございません。２つ目の質問、介護予防所費の項のところです

よね。こちらのどれに、全て全般についてということですか。では、済みません。ちょっとお時

間をいただきます。 

○黒木委員長 ちょっとお待ちください。 

○須藤副委員長 済みません。介護予防の今のことですけれども、居宅予防サービス、それから

密着型ということで、これはこの改正の前は、要支援１・２の方々、それはきちんと介護保険の

中で入ってきておりましたけれども、ここの中の要支援１・２の人たちもこの介護予防サービス

を受ける人と、そうでないというのが分かれているというふうに、私はちょっと記憶しているん

ですが、この辺の状況とそのここをサービス事業者が提供できる体制、その辺についてちょっと

伺いたいというふうに思っていたんですけれども、ちょっとわかりづらいですかね、質問の仕方

が。では、ここはちょっと説明をどうしていいのかわからないので、じゃあここは結構です。 

 じゃああとは包括支援のほうと、それからさっき課長が健康づくりのところでは認知症予防リ

ーダーということの次に、ボランティア団体活動支援補助金というのがあったので、これもどう

いう方々にどういう形で支援しているのかという補助金内容について伺いたいと思っています。 

○黒木委員長 健康づくり推進課長。 

○内藤保健福祉部次長兼健康づくり推進課長 済みませんでした。 

 ２９１ページのボランティア団体活動支援補助金ということなんですが、こちらは牛久市のシ

ルバーリハビリ体操指導士会のほうに支給しているものとなっているものとなっております。活

動支援ということで支給しているものになっております。以上です。 

○黒木委員長 高齢福祉課長。 

○川真田高齢福祉課長 申しわけございません。 

 では、次に地域包括支援センターのことについてお答えいたします。 
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 こちら現在、社会福祉協議会１カ所に委託しているところでございまして、現在１３人職員お

りまして、１人今お休みしているところであります。管理者含めて１３人ということで、３人１

チームなので、今４チームで運営しているところです。そこに管理者が１人ついて、１３名とい

うところになっております。 

 そして、令和２年度につきましては、７期の計画を作成するときにも１カ所設置するというよ

うな計画でしたので、博慈園さんのほうに２番目の包括支援センターを運営していただくことで

今準備を進めているところです。博慈園さんは神谷小学区とあとおくの義務教育学校の、この２

地区を持つということで１チーム３人で運営していく予定になっております。 

 今後の展開としましては、社会福祉協議会の包括がもう１０年以上の実績があるところに、同

じことを博慈園さんにやれというのは当然無理なことでありますので、例えば認知症の初期集中

支援であるとか、地域ケア会議であるとか、こういったものについてはやはりかなり習熟も必要

なものですから、委託としては少しずつ社会協議会のやり方を学んでもらいながら、委託の内容

は深めていきたいと考えているところです。 

 現時点としては４月の広報誌に地区割りというのを出す予定で今計画しておりまして、あの地

域の皆さんが利用しやすいように広報等に努めていきたいと博慈園と連日のように話し合ってい

るところであります。 

 次に、その下の生活支援体制整備事業についてなんですけれども、こちらはやはり地域包括ケ

アシステムを市全体で見ていく中では大変重要な事業だと考えております。今年度も成果があり

まして、二小協議会の中に中根小と牛久二小でこちらつくることができたところです。非常に地

域の介護支援施設とかも協力してくれていて、いい形でスタートしているところです。小学校地

区の特色に沿った地域でのまとまり方というんですかね、そういったものがどんどん出されてい

いものになってくるかと思います。来年度はちょっと高い目標かなと思うんですけれども、３小

学校地区でこちら体制をつくっていければなと社会福祉協議会のほうと担当はもう話し合ってい

るところでございます。以上です。 

○黒木委員長 須藤副委員長。 

○須藤副委員長 ちょっとなぜこの地域の市民の方々の活動について伺ったのかというと、やっ

ぱりこの介護予防の昔の要支援１・２の辺の方々、前の予防対象になるような方々、そういう方々

のどこで誰がどう支援していくのかという大きな体制づくりというのが必要になってくるだろう

というふうに考えると、地区社協も含め、それから行政区のそうした直接的に市がかかわること

によってその働きかけで認知症予防のリーダーの方々は直接養成したり、社協の依頼で地域ヘル

パーの養成というような各階層ごとというのの関係性というのを少し俯瞰してみて、ここはこの

レベルとか、この段階の対象者の方々は市民の支え合い活動に、ここは予防の観点でももうサー

ビス、いわゆるヘルパーを派遣していただくようなところは事業所さんにお願いし、そして介護

１・２・３・５までの、そういう方々、そこの事業者さんと、ある意味の大きなくくりをやって

いくその方向性というのは第８期のほうでまたしっかりとやっていくということになるんだろう

と思いますけれども、そうした市民の方々への活用と、市民の方々をいかに活用するか、力をか
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りるか、協働していくのかということと、事業所にどこまで以上は事業所なんだよというここの

辺をしっかり見きわめないと、その市民の方々に過度に期待を寄せてしまうようなことになって

もいけないなんていう心配があったものですから、細かくちょっと伺ったんですけれども、８期

計画の中でこうしたことも含めてお考えいただくということで、ここでの質疑というのは以上で

終わらせていただきたいと思いますけれども、８期計画の中では、どういう支え合いが今の市民

の方々、置かれている方々のサービスを利用できない方々、介護保険事業を利用できない方々に

どう支援していくのかというところに地域との協働、その辺も入れて介護保険事業の高齢福祉計

画の中に入ってくるんだろうというふうに思いますけれども、その辺、見きわめをお願いしたい

ということでこれは済みません。要望で結構です。 

○黒木委員長 以上で令和２年度牛久市介護保険事業特別会計予算に対する質疑を終結いたしま

す。 

 次に、議案第３１号、令和２年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題といたします。 

 まず、執行部の説明を求めます。保健福祉部長。 

○藤田保健福祉部長 それでは、続きまして、令和２年度後期高齢者医療事業特別会計について

御説明申し上げます。 

 令和２年度の予算案につきましては、歳入歳出とも１８億７，９００万円で、平成３１年度当

初予算１７億２，４００万円と比較しまして１億５，５００万円の増と、９．０％の増額計上と

なっております。 

 歳出で主なところを申し上げますと、被保険者の増加等によりまして、保険給付費が７億５，

００７万１，０００円と、前年度より４，８６４万２，０００円の増額計上をしており、納付金

につきましては保険料納付金、保険基盤安定納付金等ございますが、合計で１０億６，６０４万

９，０００円と１億１５４万５，０００円の増額計上となっております。被保険者の推移でござ

いますが、令和２年２月末日時点で１万１，４３３人と、前年の２月末日の１万７８６人より６

４７人の増という状況でございます。 

 以上、概略の説明をさせていただきました。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○黒木委員長 これより令和２年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算に対する質疑を行い

ます。質疑のある方は御発言願います。北島委員。 

○北島委員 歳入で今説明あったのですが、保険料、これが増額になっているのはやっぱり被保

険者の増というふうに理解してよろしいですね。 

 それからあと、広域議会でこの値上げが決定しましたけれども、値上げ幅、それといつから実

施されるとか、これをお聞きします。 

 そしてもう一つ、特例軽減はどうなるのか、この３点、よろしくお願いします。 

○黒木委員長 医療年金課長。 

○石塚医療年金課長 北島委員の質問にお答えします。 

 まず、保険料の増は、被保険者数の増加に伴うものとなっております。 

 あと御指摘のとおり２月２１日に、広域連合の議会で値上げが上程され、可決されました。こ
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れで一応今回対象となるのが令和２年度及び令和３年度の２年分で、それぞれ所得割率が現行の

８％から０．５％引き上げで、８．５％、均等割額が現行３万９，５００円から６，５００円引

き上げまして４万６，０００円となっております。一応その引き上げの幅なんですけれども、広

域連合の試算によりますと、去年の９月時点の被保険者で当てはめますと、県平均で１人当たり

の調定額が令和元年度６万１，９３４円だったんですが、これから値上げによって９，５０７円

ふえまして、７万１，４４１円となる見込みでございます。実際には、全市町村とも６月に広域

連合のほうで本査定を行いまして、そのデータが来るようになりますので、実際の値上げ幅につ

きましては６月にならないとちょっと不明になっております。 

 あと、特例の軽減なんですが、令和２年度はまず、３３万円以下の方が現在今年度８．５割軽

減なんですが、これが７．７５割軽減と下がるようになっております。これはあと５割軽減と２

割軽減につきましては、令和２年度以降も継続される見込みになっております。 

 あと、令和２年度になって変わるのは、さっき言いました３３万円以下の８．５割から７．７

５割に変わるという点だけです。以上です。 

○黒木委員長 北島委員。 

○北島委員 ただいまの説明の中で、３３万円以下、この３３万円は何の額でしょうか。 

○黒木委員長 医療年金課長。 

○石塚医療年金課長 済みません。これは７５歳以上の方の総所得の合計額になります。 

○黒木委員長 北島委員。 

○北島委員 ６月に本査定があるということですが、それによってすぐ即時値上げ、料金改定さ

れるわけですか、それとも時間的に余裕があって実施はもうちょっと先なのか、これはまだ決ま

っていないのですか。 

○黒木委員長 医療年金課長。 

○石塚医療年金課長 これは当然令和２年度なので、令和２年の４月から来年の３月までの分を

６月に計算します。それを年額で計算しまして、それを７月から、７月納期から始まって２月納

期の８回払いに分けるようになっております。以上です。 

○黒木委員長 ほかに質疑のある方。甲斐委員。 

○甲斐委員 私も１点質問させてください。 

 ３２１ページ、事業内容の確認なんですけれども、さっきとちょっと同じような感じになっち

ゃうんですけれども、０１０１「後期高齢者に健康診査を実施する」ということで予算計上に上

がっていまして、これはまた同じように診査内容と委託をされているということで、委託先とあ

わせて、２点御質問させてください。 

○黒木委員長 医療年金課長。 

○石塚医療年金課長 甲斐委員の質問にお答えします。 

 これは一応委託といいましても、今、国保の方対象に保健センターの前で集団健診というのを

やっておりまして、総合健診協会というところに委託しております。 

 あと、市内の医師会の病院と愛和総合病院とつくばセントラル病院とあと龍ケ崎の大徳ヘルシ
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ーと龍ケ崎済生会病院ですね、こちらで受け口としては国保の対象者と同じところを委託先とし

ておりまして、それを実績を報告して、その分委託料を広域連合のほうからもらうようになって

おります。以上でございます。 

○黒木委員長 甲斐委員に申し上げます。マイクを使用しての御発言を願います。 

○甲斐委員 では、再質でやらせていただきます。 

 事業内容を教えてください。さっきの僕がわかっていなくて申しわけないですけれども、さっ

きは書面上の調査だったじゃないですか。今回これは健康診査ということで、何をされているの

か教えてもらいたいなと思いまして。 

○黒木委員長 医療年金課長。 

○石塚医療年金課長 これは特定健診と同じで、一応血液検査とか、あと広域のほうで補助の対

象になっているのは、人間ドックのほうは脳ドックだけが対象になっております。以上です。 

○黒木委員長 ほかに質疑のある方。副委員長。 

○須藤副委員長 済みません。私も今の健康診査なんですけれども、広域連合のほうから委託金

ということで１，３１４万９，０００円が入ってきて、それで委託料の健康診査ということでこ

の牛久市で負担する部分というようなものは一体どこになるのかなということを、総額では２，

１１１万円ということになっていますけれども、広域連合と、そして牛久市の負担、この辺につ

いて伺いたいと思います。 

○黒木委員長 医療年金課長。 

○石塚医療年金課長 須藤副委員長の質問にお答えします。 

 一応健診の委託は、かかった分をそのままもらえるわけではなくて、広域連合のほうで基準額

というのを決めていまして、それを上限にいただいています。以上です。 

○黒木委員長 よろしいでしょうか。 

 以上で令和２年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算に対する質疑を終結いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は１５時３０分といたします。 

午後３時１６分休憩 

                                    

午後３時２８分開議 

○黒木委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 建設部より、令和２年度当初予算位置図について配付の依頼がありましたので、これを許し、

机上に配付しました。 

 これより議事に入ります。 

 令和２年度特別会計予算を議題といたします。 

 まず、議案第２９号、令和２年度牛久市青果市場事業特別会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。環境経済部長。 

○梶環境経済部長 青果市場事業特別会計予算につきまして御説明いたします。 

 青果市場事業特別会計の予算額につきましては、歳入歳出ともに１，８００万円で、前年度と
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比較して２００万円の増額となっております。増額の主な理由は、２年に１度の仕切書の印刷の

年に当たるためなどによるものでございます。以上でございます。 

○黒木委員長 これより令和２年度牛久市青果市場事業特別会計予算に対する質疑を行います。

質疑のある方は御発言願います。須藤副委員長。 

○須藤副委員長 それでは、青果市場事業について１点伺います。 

年々、この取り扱い青果物というんですかね、野菜等、これら牛久市の取り組みもありまして、

増加しているということで、特に、庭先集荷なども含めて、強化している部分、ここにも青果市

場を運営する中で、補助金でとくとく市組合育成強化費ということで書いてありますけれども、

強化している部分等がありましたら、その点をお示しください。以上です。 

○黒木委員長 農業政策課長。 

○神戸農業政策課長 農業政策課神戸です。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 強化しているということで、ただいま委員のほうからお話がありましたとおり、庭先集荷のほ

うに特に力を入れております。今までであれば、既存のところをただ回るというようなことが多

かったんですけれども、今はそういった方からの紹介であったり、あとはめったに来ない方、市

場に直接持ち込みをしない方のところにも、こちらから出向いて、自分で集荷をするように。あ

と、その時期の品目というのがどうしてもだぶついているものもありますので、そういったもの

をほかの市場に出している方から牛久の市場に出してもらえるように交渉に行ったり、そういっ

たことはしております。 

 また、とくとく市に関しても、ある程度、今までだと高齢の方を対象としていたんですけれど

も、毎月、毎月、小さなイベントなんですけれども、子供を対象にしたイベントをちょっとずつ

開催をしておりまして、子育て世代の方にも市場のほうに来ていただいて、牛久の野菜というも

のを知っていただけるように、集客をふやすために努力はしております。私が赴任した当時から

比べると、とくとく市でスタンプを配っているんですけれども、それに関しましてもおよそ倍ぐ

らいの数は、今来ていただいていると認識しております。以上です、 

○黒木委員長 須藤副委員長。 

○須藤副委員長 ここがやはり今のようなきめ細かな集荷というような方法も、やはりふだん出

荷できないと思い込んでいる人にとってみれば、やっぱりこういうことをやるということは大変

有効なことじゃないかなということで、それで、ここでも学校給食で行われている食育との関係

性で、とくとく市でも何かやられているというような感じを、ちょっと何か記憶しているんです

が、いわゆる牛久の食育の中で言うと、野菜オーケストラとか言って、キャラクターを使って、

そういうふうに宣伝したりとかというのをやっているわけですけれども、子供に親しみやすいと

いうようなことで言うと、こういうのもいいのかなと思っているところなんですが、たしか、前、

ここのとくとく市で食育関係の何か事業をやったような記憶あるんですけれども、そういうよう

なところとの連携という意味で言えば、今、ちょっと申しわけない、時間とっていただいて申し

わけないんですが、今、コロナウイルスで給食の食材がちょっと余っている部分について、こう
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した職員や学校の先生方の協力でということもあるんですけれども、これは次にはないとは思う

んですけれども、このとくとく市がそうしたことにも何か協力できるとかという体制ができると

いいなと、ふと思ったもんですから、ちょっと学校との連携、その食育に関して、とくとく市の

状況というのがあったら教えていただきたいと思います。 

○黒木委員長 農業政策課長。 

○神戸農業政策課長 お答えいたします。 

 食育ということでは、確かに学校給食のほうの牛久市産の食材、あと地場産の食材というのは、

市場を通して納入させていただいております。食育のイベントということでは、直接とくとく市

で実施はしていないんですけれども、牛久の健康チャレンジの一つとして、健康づくり推進課と、

あと医療年金と協力しまして、その商品にとくとく市に来ていただけるということで、年齢を問

わず健康チャレンジ、年齢の高い方多いんですけれども、協力して、どちらの関係もいい関係に

なるようにということで、どちらもふえる方向で、牛久の健康ということで、食育の一つを担っ

てやっていけているとは思っておりますので、今後も、来年度も継続してやる予定ではいますの

で、今後もそういった形で進めていければと思います。以上です。 

○黒木委員長 以上で令和２年度牛久市青果市場事業特別会計予算に対する質疑を終結いたしま

す。 

 次に、議案第３２号、令和２年度牛久市下水道事業会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。建設部長。 

○山岡建設部長 それでは、議案第３２号、令和２年度牛久市下水道事業会計予算につきまして

御説明をさせていただきます。 

 令和２年度より、公共下水道事業につきましては、特別会計から企業会計に移行しまして、支

出総額を２９億１，７１９万円とする予算を計上してございます。 

前年度当初予算と比較しますと、３３．１％、７億２，５１９万円の増となってございます。

これは、企業会計となり、減価償却等の官公庁会計では計上しない帳簿上の収支が加わることに

よるもので、仮にこれまでの官公庁会計での項目のみとした場合、前年度比５．４％、１億１，

９００万円の減となってございます。 

収支予算の主なものを御紹介しますと、収益的収支では、収入として公共下水道使用料が８億

７，６６６万１，０００円、減価償却に伴う取得財源の収益化としての長期前受金戻入が６億４，

５５１万１，０００円となっております。 

支出としましては、汚水管渠費と汚水ポンプ場費を合わせて１億１，４７６万６，０００円、

流域下水道維持管理費負担金として３億５，０１９万５，０００円を計上し、汚水管、ポンプ場、

流域下水道の維持管理とともに、老朽化した施設を改修するための基本設計調査を行い、施設能

力の維持に努めてまいります。 

また、減価償却費として８億１，８２９万円を計上してございます。資本的収支では、収入と

して市債が３億２，４５０万円、国からの交付金であります国庫補助金が２億８，４４４万円と

なっております。支出としましては、汚水管渠費として１億８，１４９万６，０００円を計上し、
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現在、整備を進めております田宮地区の市道２３号線道路整備に合わせた市道内の汚水管整備、

みどり野地区での整備、さらに、平成２８年度に圧送管が破裂し、汚水の流出事故が発生しまし

た岡見第一ポンプ場からの圧送管の二条化にも着手してまいります。雨水管渠費としては、３億

８，８６１万円を計上し、引き続き東みどり野地区ふれあい通りから関電工脇、篭田市民の森付

近、第２つつじが丘団地内での雨水管整備を進めてまいります。汚水ポンプ場費としては、７，

０７０万円を計上し、新地ポンプ場の電気設備棟の改築を進めてまいります。 

以上が公共下水道事業会計の予算の概要でございます。 

また、先ほど委員長より御報告いただきましたが、お手元に事業箇所を示した令和２年度当初

予算位置図をお配りさせていただきましたので、御参考にしていただければと思います。以上で

ございます。 

○黒木委員長 これより令和２年度牛久市下水道事業会計予算に対する質疑を行います。質疑の

ある方は御発言願います。池辺委員。 

○池辺委員 済みません、ちょっとこれ質問していいのかあれなんですけど、個人的に聞けばよ

かったのかもしれないですけれども、ちょうど、しまむらとヨークベニマルのところあるじゃな

いですか、あそこのところ本当に川みたいになっていたのを１期の工事で随分流れるようになっ

て、本当にありがとうございます。すばらしい成果で。ただ、関電工のところから、いごこち屋

に行くほうとかのところ、すごい水があって、あそこ車で通るとすごいような状態だったの、今

のあの工事が終われば大体よくなるんでしょうか。済みません、お願いします。 

○黒木委員長 下水道課長。 

○野島建設部次長兼下水道課長 下水道課野島です、よろしくお願いいたします。 

ただいまの質問ですが、今現在行っておりますふれあい通りでの工事、こちらだけでは、今お

話しいただいた関電工の南側の道路だと思うんですが、そこの本当に何十メーターまでしか行か

ない予定です。今年度の予算、今まさに３月議会で予算の組み替えをさせていただく補正予算上

げていますけれども、そちらで、今年度、第２つつじが丘で行う予定だった雨水の整備費をふれ

あい通りのほうの柏田排水区の雨水整備費に組み替えをさせていただいて、繰越事業にはなって

しまいますけれども、今の工事に引き続き、今お話の出た関電工南側の市道内に全て雨水管を入

れるという予定をしております。その工事が終われば、今お話のあった道路冠水は解消できると

考えています。以上です。 

○黒木委員長 ほかに。山本委員。 

○山本委員 よろしくお願いします。 

 今ちょっと位置図を配っていただいたので、その中から一つ、まず、新地のポンプ場、樹木伐

採というのがあります。私も市民の方からここら辺、結構散策してらして、この上の木が結構夏

になるとうっそうとしているという御意見をいただいていますので、そこら辺のなのかなと、ち

ょっとその業務の内容を教えていただきたいと思います。 

 それから、公営企業会計になったということで、一般会計からの繰入金が負担金と補助金と出

資金と３種類にどうも分かれているようなんですが、これの違いというのを教えていただきたい
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と思います。まずはそれでお願いします。 

○黒木委員長 下水道課長。 

○野島建設部次長兼下水道課長 お答えいたします。 

 まず、新地ポンプ場のほうなんですけれども、こちら、新地ポンプ場、御存じのように刈谷団

地の北側ののり面の下といいますか、そちらに位置しています。実は、新地ポンプ場の用地とい

うのが、そののりも全て新地ポンプ場としての用地になっていまして、用地の一番のりの上の部

分ですね、刈谷団地内に建っているお宅のすぐ際までがポンプ場の用地ということで、その中で

一昨年、立ち枯れをしてしまった木については緊急で伐採をしました。それ以外の立ち枯れては

いないんだけれども、かなり枝が張ってしまって、民家のほうの雨どい等にかなり落ち葉とかそ

ういうものが詰まってしまうというような状況が実際続いております。その解消するための伐採

費ということで計上させていただいたというものでございます。 

 それと、一般会計からの繰り入れについてですが、予算書のほうのページ３５６、３５７ペー

ジを見ていただきたいんですけれども、こちら、収益的収入、この中で、０１０１０２雨水処理

費負担金、それと、０１０２０２補助金、同じく０３他会計負担金、今、３つというのはこのこ

とかなと思うんですが、さらに、済みません、ページが変わりまして、３６４、３６５ページを

ごらんください。こちら、資本的収入になります。こちらで０３０２０１他会計出資金、それと、

一番下の欄、０３０４０３他会計負担金という形で、実際には５つに分かれてございます。この

違いについてですけれども、収益的収支、３５７ページに戻ります、こちらの雨水処理負担金、

こちらにつきましては、一般会計からの繰り出しについて、操出基準というものを毎年総務省が

通達しているんですけれども、その基準にのっとった基準内の雨水処理費の利子分というものが

ここに載っている。その下、補助金というもの、こちらにつきましては基準外の利子及び維持管

理費、他会計の負担金につきましては、基準内の雨水以外の利子及び維持管理費、さらにページ

がまた変わりまして、３６５ページになります、こちらの一般会計出資金、こちらは雨水処理費

以外の元金、それと一番下、他会計負担金につきましては、雨水処理費の元金及び雨水事業費と

いう形で、公会計のルールにのっとって繰入金というか、一般会計から出資等をしていただいて

いるものを収益的収入と資本的収入に振り分けているということでございます。以上です。 

○黒木委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございます。 

 ルール内、ルール外ということで、私もちょっと調べたんですけれども、今までは一般会計だ

とこのルール内、ルール外というのがわからなかったので、今回からこういう公会計になること

で明らかになるということだと思うんですが、ルール内というのは公費で負担する部分ですかね、

そこら辺をちょっとお聞きしたいんですけど、ルール外というのが使用料で払うべき経費という

ふうに調べては分かったところなんですが。そうしますと、このルール外、ルール内が明らかに

なったということで、本来、受益者負担というか、使用料として皆さんからいただく料金で賄わ

れなければ、本来いけないところがあると思うんですが、それが、それで賄えているかどうかと

いうのを調べるためにも、この公会計というのが導入されたと思うんですが、今、牛久の場合、
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その割合というんですかね、賄えているのかどうかというところ、ちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

○黒木委員長 下水道課長。 

○野島建設部次長兼下水道課長 お答えいたします。 

 ルール内、ルール外、基準内、基準外、同じ意味合いですけれども、こちらにつきましては、

総務省から毎年操出基準というものが出されまして、それにのっとって繰り出すものについては、

その基準内、ルール内で、その基準を超えて繰り出すものであったり、その操出基準じゃないも

のについて繰り出すものというのを基準外というような言い方をしています。簡単に言いますと、

基準内というもので代表的なものを挙げれば、下水道事業債の元利償還金であるとか、公営企業

法、この４月から公営企業法の適用をしますが、その公営企業法の適用のために要する経費など

が総務省からの今年度の通達では操出基準の中のものだというものでございます。基準外につき

ましては、簡単に言ってしまえば、収支の赤字等の補塡、ほかにもあるんですけれども、大きな

ものはそれかなというところです。 

 先ほどの使用料でのというところ、こちらにつきましては、使用料の対象経費ということでよ

ろしいんですよね。使用料の対象経費のうちに、実際じゃあ使用料でどれだけ賄えているかとい

うことにつきまして、平成３０年度の決算を見ますと、使用料で回収すべきという経費が１０億

６，２３０万円、これに対しまして、実際、下水道使用料としての収入、こちらが８億７，２３

５万５，０００円、パーセンテージとしましては、８２．１２％を使用料で賄えているという状

況です。以上です。 

○黒木委員長 山本委員。 

○山本委員 １０億のうち８億ということで、約８割ということなんですが、これはどうなんで

すか、ほかの近隣の市町村、同じような大きさというのか、市町村に比べて、この回収率という

のは、回収率というかは、どうなんでしょうか。 

○黒木委員長 下水道課長。 

○野島建設部次長兼下水道課長 お答えします。 

 必ずしも一概に低いとも言い切れないんですけれども、決してほかの自治体と比べて飛び抜け

ていいということは全くない状況です。どちらかというと、ちょっとほかの同等の自治体から比

べると、パーセンテージ低目なのかなと。ただ、飛び抜けて低いわけでもないというような状況

です。以上です。 

○黒木委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、この使用料対象経費、そのパーセンテージを上げていくためには、

基準外を低くするか、使用料を上げるかというか、そこら辺を今後、公会計にすることで考えて

いかなければいけないところだと思うんですが、そこら辺はどういうふうにお考えになっていく

のか、お聞かせください。 

○黒木委員長 下水道課長。 

○野島建設部次長兼下水道課長 お答えいたします。 
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 公会計を導入した、イコール下水道使用料の値上げ、イコールではないですよというお話、前

回の議会等でもお話をさせていただいています。このパーセンテージを上げるためには、まず一

つ、今、委員のほうからお話のあったように、使用料を上げるというのも一つの方法、それ以外

に、どれだけその下水の処理単価というか、そちらを抑えるかという部分も非常に重要なものに

なってきますので、公会計を導入することによりまして、長期的にどれだけの修繕、どれだけの

資産を持っていて、修繕をしていく必要があるのかというもの、それと実際に収入としての使用

料であるとか、先ほどの繰入金についてもルール内、ルール外というものも明確に見えてきます

ので、今後、ストックマネジメント計画等も策定させていただいています、いかに修繕費を平準

化して抑えていくかというような努力とともに、実際に必要な使用料というのが料金としてどう

いうふうな金額が必要だというのは、ちょっと今後、しっかりと公営企業を回す中で見極めてい

く必要があると考えております。イコール使用料値上げではないということでございます。 

○黒木委員長 ほかに。諸橋委員。 

○諸橋委員 工事内容について１点よろしくお願いします。 

 位置図のほうのみどり野、東みどり野地区の雨水管渠を布設する事業の中で、貯留浸透施設設

置工事、貯留タンク２００リットル、１０基と書いてあるんですが、これはどのような工事なの

かお伺いをいたします。 

○黒木委員長 下水道課長。 

○野島建設部次長兼下水道課長 お答えいたします。 

 雨水管の整備につきましては、補助金の中で、実際に雨水の管を整備していくものというのが

基幹事業ということで補助金をいただいています。今お話のあった貯留浸透施設というもの、貯

留タンクですけれども、こちらは、その雨水管の整備、基幹事業の効果を促進するための事業と

いう位置づけて補助をいただいているもので、内容としては実際に、今まさに雨水の被害が起き

ているところに雨水管を整備していって、被害を減らすための工事をしている。そこに流れ着く

であろう地形的にもっと上流側の各お宅に、雨どいから一度に、ゲリラ的な豪雨が降ったときに、

各家庭から一度に全部出てしまうのではなくて、１件当たり２００リットルではありますけれど

も、そこにためることによって、少しでも雨水の道路への流出を抑制するという位置づけで、各

家庭に御協力をいただいて、市のほうで設置をさせていただいているというもので、これ、もう

５年ほど前からやらせていただいております。一番多いのは、みどりが丘行政区の中で協力をい

ただいている件数が一番多いかなというところで、あくまで効果促進ということでの設置。その

ときには、協力いただく地権者さん、市民の方にもゲリラ的な豪雨のときには水は抜いてくださ

いねということで、それ以外はたまったものは、例えば庭の水やりだとか、そういうものに使っ

ていただくというのは全然、そういうふうに使いたいという方もいらっしゃって、かなり御協力

はいただいているというのが現状でございます。以上です。 

○黒木委員長 諸橋委員。 

○諸橋委員 そうしますと、これ、令和２年度は１０基ということなので、１０のお宅に協力を

してもらうということで、これの選定についてはどのような形で選んでいるかというのを教えて



 - 184 - 

いただけますか。 

○黒木委員長 下水道課長。 

○野島建設部次長兼下水道課長 お答えいたします。  

 まず、エリアにつきましては、今まさに工事をしております南４丁目、下町第２雨水幹線と呼

んでいますけれども、そちらに雨水が流れ着くであろう地形の部分ということで、エリアは絞ら

せていただいて、一番多いのがやはりみどりが丘、一段高いところに位置していますので、そこ

で一番最初は、雨水整備をしている直近の方々にお声をかけてというのがスタートです。今、現

時点は行政区の区長さんに御協力をいただいて、区長さんのほうで声かけていただいたり、周り

でそういう貯留タンクを設置したというのを見た方から、うちもつけたいんだけどというような

形で、お問い合わせをいただいて、実際に効果の出るエリアなのかどうかというものを判断した

上で設置をしていると。ですから、１０基という予算を組んでいますけれども、年によっては１

０基の予算が１１基になったり、９基になったりというのは、御協力いただける方の集まり次第

というところでございます。以上です。 

○黒木委員長 ほかにございませんか。それでは、須藤副委員長。 

○須藤副委員長 それでは、数点質問させていただきたいと思います。 

 まず、ページが３５４、３５５のところの資産の部の予定貸借対照表ということで、資産のと

ころで、固定資産のところなんですけれども、土地、それから建物、それから、無形固定資産、

こういうようなことで固定資産の中身が計上されているところですけれども、有形固定資産につ

いては、次の中期のところでもそれぞれ耐用年数等があります。これらの固定資産の減価償却の

方法としては定額というようなことも出ますが、この資産台帳をつくらなければいけないという

ところで、この資産台帳をつくるに当たっての調査、それから、整理の方法をどういうふうにさ

れてきたのか。それから、固定資産台帳で計上すべき資産、それぞれ汚水管渠は何キロあり、ど

のくらいの、また、そこではどういう水量があるとか、いろんな計画の最初のもとになってくる

この固定資産台帳、この整備の状況、これ多分平成２７年度かそのくらいからそれぞれ始めない

とできなかったのかなとも思いますが、その取り組み状況について伺います。 

 それから、３５９ページのところで、今の収益的のところで、この下水道事業費用、営業費用

の中の委託料の中の基本設計ということで３，０００万円上がっていると、これ位置図の中でい

うと、今回お示しいただいたので、これ全体を基本設計の中、これ何件の分をこの基本設計で計

上してあるのかというようなことについて伺いたいと思います。 

 それから、次の３６５ページのところですね、資本的収入のところでの国庫補助金は、収入の

ほうの３の補助金になりますね。それで、旧浸水対策補助とか、旧地震対策補助、こういうふう

に補助金の中身がその対象によって計上されているわけですが、前年と比べてちょっと変動があ

るのかなということで、今年度の取り組みの中でどういうことでこういうふうに交付内容が変動

しているのか、汚水管渠、それから雨水管渠の取り組み状況、それがこの今日示された位置図の

中に入っていると思いますけれども、ちょっとその取り組みの中身がどうだったのかということ

で伺いたいと思います。 
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 次のページの細かい事業については、今、位置図をいただいたので、多分それで入って、ここ

の次のページのところの資本的支出の中で入ってくるものと思いますが、この中で、汚水管渠の

事業計画を変更ということで、これは一応６００万円ということになっておりますけれども、こ

れはどの点が変更ということになって、こうした計上になっているのかということで、あと細か

いことになりますから、それはもう結構で、その点についてお尋ねをいたします。 

 それからもう一つ、家屋調査ということで、こちらのほうの位置図の中にも入っておりますけ

れども、この補償する対象というのはどのくらいの敷地というか、個別の対象ということになる

と思うんですけれども、その対象がどういう状況のところなのか伺います。以上です。 

○黒木委員長 下水道課長。 

○野島建設部次長兼下水道課長 お答えいたします。  

 まず、一番最初、資産の整理、こちら調査、整理の方法ということだと思うんですけれども、

こちらにつきましては、もともとありました管渠の延長調書、それと工事台帳、設計書などから、

その固定資産、管渠であったり、ポンプ場であったり、そちらを取得した年度、種類などを整理

して、まずは固定資産の一覧というものを作成しております。先ほど委員おっしゃられたように、

平成２７年度だったと思います、二、三年かかりました。その一覧表を作成し、その取得した年

度の決算書を持ってきまして、決算書をもとに資産取得に要した投資額、その財源、間接経費と

いうものを経年的に把握をして、資産台帳というものを作成したということでございます。資産

としましては、先ほど委員からもありましたけれども、土地としまして５億１，７８４万６，８

１１円、それとポンプ場関係の建物になりますけれども、約９億３，０００万円、構築物、こち

らにつきましては汚水の管渠、雨水の管渠ということになりますが、２１６億２，０００万円、

約ですね、それと、機械設備、こちらもポンプであったりポンプの付随する機械設備等ですけれ

ども３億６，０００万円で、あと無形のほうの無形固定資産、こちらは施設利用料ということで、

牛久市の下水道、全て霞ケ浦城南流域下水道に流れております。こちらの城南流域下水道の建設

の負担をすることによってその施設を利用できるという考えのもと、施設利用料という位置づけ

で城南流域下水道の建設事業の負担金をこちらの無形固定資産という形で計上をしてございます。

総量という形なんですけれども、金額にしますと今お話したとおり、管渠等の延長としましては、

汚水管としまして３８２．９キロメートル、雨水管としまして１２２．６キロメートル、そのほ

かポンプ場が４カ所、稼働しているものがですね、それと、今稼働していませんけれども、旧柏

田ポンプ場、こちらが１カ所、それと４４の汚水マンホールポンプ、ポンプ室と呼んでいますが、

マンホールポンプ、それと１３の雨水のマンホールポンプという形で資産の総量という形でよろ

しいでしょうか。 

 続きまして、３５９ページの基本設計、こちらの基本設計ですね、０２０１０１の中の基本設

計でよろしいですね。こちらにつきましては、平成２９年度から着手をしておりますストックマ

ネジメント基本計画の基本設計という形になります。平成２９年度より順次、汚水管路施設、汚

水ポンプ施設、雨水ポンプ施設、雨水管路施設と基本設計を策定してまいりまして、今年度に全

体の取りまとめというものを行っています。令和２年度の４月に県への申請書を提出する予定を
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しております。こちらの基本設計取りまとめたものに準じまして、来年度、令和２年度の予算に

つきましては、優先順位にのっとり汚水管路施設の実際の管路の中、テレビカメラを入れての点

検調査というものを予定しています。今取りまとめている基本設計の中の優先順位としては、第

１位が刈谷町の汚水管ということになっておりますので、刈谷町を予定しております。基本設計

にて点検調査まで終わらせ、その後については令和３年度に修繕、改築に向けた実施設計、令和

４年度以降が順次修繕改築工事と進んでいく予定でおります。 

 次が、３６４ページになります。０３０３０１国庫補助金、こちらが例年とちょっと割合が違

うのではないかというような御質問だと思いますけれども、こちら国からの交付金につきまして

は、旧浸水対策、旧地震対策、旧未普及解消という形で３つに分かれていります。この３つの割

合の変化の背景といたしましては、まず、旧浸水対策補助、これ雨水の整備の補助金ですけれど

も、こちらにつきましては、平成２１年度より鋭意雨水管整備を進めております。雨水管につき

ましては、流末側のほうがかなり管渠が大きい、上流に行けば行くほど管の大きさは小さくなる

というような状況でございまして、同じ延長を整備するに当たっても、上流側のほうが工事費と

いうのは少なく抑えられるというところで、下流側からどんどん上流に向かってきているという

ところで、少しずつ金額が抑えられているのかなという要因が１つ、また、みどり野地区におき

まして雨水管の整備、今年度実施設計をさせてもらっていますが、来年度はその雨水管を実際に

整備するのではなくて、雨水管を整備するために、今ある既設の汚水管を、道路の真ん中に入っ

ているものをよけると、移設をする必要があるということで、こちらがみどり野地区の場合は未

普及解消補助という形で汚水管の整備をできますので、そちらのほうでまずは来年度は汚水管の

移設をしましょうということで、雨水管を工事、来年度、みどり野では予定していないというと

ころも旧浸水対策補助が少ない要因となります。逆に、移設をすることによって、旧未普及解消

補助は例年より延長を長く計上しておりますので、多くなっているというところで、この浸水と

未普及については変動があるということです。また、旧地震対策補助につきましては、平成２８

年度に圧送管が破損し、汚水が流出する事故が発生をいたしました岡見第一汚水ポンプ場からの

圧送管、こちらの二条化、今のルートのほかにもう１ルートを設けて、２ルート化する工事です

けれども、こちら実施設計等まとまりましたので、来年度からこちらに着手をするということで、

例年より金額が大きくなっているという形で、以上の背景から、例年よりはちょっと配分が違う

のかなというような状況になっております。 

 次が、３６７ページ、委託料、こちらの事業計画変更というところですけれども、こちらにつ

きましては、今御説明をいたしました岡見第１汚水ポンプ場からの圧送管、こちらを２ルート化

することに伴いまして、幹線扱いとなる汚水管のルートに変更が生じるため、事業計画としても

変更をし、認可が必要だということで、事業計画変更という形の委託を出させていただくもので

す。こちらにつきましては、残念ながら、申しわけないんですが、補助対象外となりますので、

単独費での事業計画変更という形になります。 

 同じく３６７ページの委託料、雨水管渠費の中の委託料、家屋調査になりますが、位置図のほ

うで示させていただいています雨水管渠費については、水色で示した枠で、水色で示したところ
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が雨水管渠費という形になります。この中で、家屋調査につきましては、まず一番上、左側にな

ります上町排水区での雨水管渠を布設する、こちら旧官公庁会計での事業名をあえて入れさせて

いただいています。こちらで、第二つつじが丘地内、牛久二小付近ですね、整備を進めておりま

すけれども、こちらでの家屋事後調査が対象３件、右側上に移りまして、柏田排水区の雨水管渠

を布設する、こちらもふれあい通りで工事をさせていただいている部分ですけれども、こちらの

家屋事後調査の対象が６件、その下、みどり野、東みどり野地区の雨水管渠を布設する、こちら

も現在工事をしております南四丁目での家屋事後調査ですが、１６件という形です。一番下の左

側になります、下町第五雨水幹線を布設するとしまして、こちらも今まさに工事をしております

下町区民会館付近、こちらでの家屋事後調査の対象が４件となっております。また、補償費につ

きましても、今申し上げた件数同数を予算計上させていただいているというところでございます。

以上でございます。 

○黒木委員長 須藤副委員長。 

○須藤副委員長 固定資産台帳のところなんですけれども、牛久市の台帳を拾い出しをして、大

変御苦労だったと思います。それで、台帳に計上すべきということで、牛久の一応、汚水、公共

下水道、それから雨水のほう、それの計画、全体の計画、それの既設、全部、その中で、それが

既設の、今台帳に載せてある部分、これはイコールと考えていいのか、それとも、まだ中には若

干今後もまだ計画すべき管渠というような、新たに管渠計画しなければならない部分というのが

あるのか、ちょっとその点について伺います。 

 それから、雨水のほうの調整池というのも、全部で、牛久市内の中では何カ所あるかもちょっ

と教えていただきたいと思います。 

 それだけで結構です。 

○黒木委員長 下水道課長。 

○野島建設部次長兼下水道課長 お答えいたします。 

済みません、今手元に正確な数字的なものというのが細かく、ごめんなさい、準備していない

んですけれども、雨水管につきましては、まだまだ整備は途上でございます。ただ、雨水管の場

合は、汚水管と違いまして、その浸水被害が発生している箇所、ずばりそのところまで全てを整

備しないと雨水がはけないのかという部分、これは道路のＵ字溝とかそういうものと関連をして

いくものですから、１００％枝の末端まで整備が必要かというのは、実際に浸水の状況であると

かそういうものを見極めながら整備をしていく必要があるかなと考えます。汚水につきましては、

事業計画としては、全体計画がほぼほぼ牛久市全域を囲んでいます。ただ、下水道の事業計画と

しての認可を受けたエリアについては、今ほとんど終わっているというような状況で、全体計画

と認可を受けた事業計画、そこの整合性という部分を今後は本当に全体計画が全域でいいのかと

いう部分は検討していく必要があるというところですが、今現時点、事業計画の認可を受けてい

る部分については、ほぼ終わっているというのが汚水の現状です。 

調整池なんですけれども、位置図の一番左上、水色で囲っております枠から出ている矢印を下

がっていっていただいて、赤い丸、その下にかぎ状の水色の線がありますが、その下のちょっと
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楕円というか囲ってある部分、刈谷団地とつつじが丘団地の間になります。こちらがまず１つ、

上町排水区調整池４という形で持たせていただいている下水道施設としての調整池、それと、牛

久小学校の東側ですね、市道２３号線沿い、今、芝生等を張っていますけれども、そちらが上町

排水区調整池２、そのちょっと北側に行くと、城中ポンプ場というポンプ場がありますが、その

南側、まだ調整池としての整備はできていませんが、調整池用地ということで、一部取得まだし

ていないんですけれども、上町排水区調整池３、それと、田宮西近隣公園の中にある調整池が上

町排水区調整池１ということで、まず上町排水区として１から４までの４調整池があります。そ

れと、緑色でポンプ場施設を維持管理するという緑の枠から矢印が左上方に出ているんですけれ

ども、それの一番下の矢印が６号国道とクロスするあたり、そのすぐ下に小さく丸というか楕円

で囲った部分、こちらが下町排水区調整池という形で１つ予定をしています。こちらはもう既に

２年かけて約半分ほどが掘り終わったという状況で、下水道施設として持っている調整池は、こ

の上町排水区で４、下町排水区で１の５になります。それ以外、下水道の認可を取れなかったけ

れども調整池として機能を有しているのが根小屋川緑地調整池、下町緑地調整池、それと神谷小

の南側にあります結束川の調整池、こちらは河川の河道調節池という位置づけになりますが、そ

の辺のものについては一般会計で持っている調整池という形になります。以上です。 

○黒木委員長 以上で、令和２年度牛久市下水道事業会計予算に対する質疑を終結いたします。 

 これをもちまして令和２年度牛久市各会計予算審査についての質疑を終結いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は１６時３０分。そのときに、討論及び採決を行います。 

午後４時１６分休憩 

                                    

午後４時２７分開議 

○黒木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで、執行部より発言の訂正を求められておりますので、これを許可します。医療年金課長。 

○石塚医療年金課長 医療年金の石塚でございます。 

 先ほど、後期高齢者医療特別会計の予算特別委員会におきまして、私が行いました答弁に２点

ほど訂正、修正がありますので、御報告いたします。 

 まず１点目、北島委員からの後期高齢者の特例軽減に関する令和２年度からの変更点に関する

御質問に対しまして、所得が３３万円以下の場合に８．５割から７．７５割に変更されるとの答

弁をいたしましたが、正しくは所得が３３万円以下の場合に、現行の８．５割から７．７５割に

変更されることに加えまして、所得が３３万円以下で、なおかつ加入者全員が年金収入８０万円

以下の場合には、現行の８割から７割軽減に変更となります。こちらが正しい答弁となります。 

 ２点目といたしまして、須藤副委員長からの健康診査委託に係る歳出と歳入の間に生じる差異

についての御質問に対しまして、歳入として広域連合から入ってくる委託料には基準額があるた

めとの答弁をいたしましたが、正しくは、広域連合から入ってくる委託料は、本年度のものでは

なくて、前年度の実績に対する委託料であるため、歳出と一致しないということになります。 

 以上、２点につきまして修正をお願いいたします。以上です。 
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○黒木委員長 それでは、次に、討論がありましたら御発言願います。北島委員。 

○北島委員 一般会計について、令和２年度一般会計、北部地域の開発に関する費用が計上され

ていまして、なかなか同意しにくい内容も、そのほか幾つか含まれているんですが、今回の一般

会計、長年要望してきたデマンドタクシー、そして、かっぱ号の１台ふやすということなど、市

民の要望、要求に沿った内容がおおむね盛り込まれているというところから、賛成したいと思い

ます。 

○黒木委員長 ほかに討論ございませんか。加川委員。 

○加川委員 私より議案第２７号に対し賛成の立場から、小学生通学用ヘルメットを配布する事

業について附帯決議案を提出いたします。 

 事由は、委員会の質問でも確認いたしましたが、徒歩通学用ヘルメットについて、市は指導的

立場にあり、強制も義務化もしていないということです。しかし、現在、各小学校において着用

は義務とされているというのが大半の保護者の声です。市では、ホームページに公開し、学校で

はおたよりを出しているとのことですが、その文面もいかようにもとれ、１日トップページに数

件しかアクセスのないホームページでは効果が少なく、その実態を踏まえ、いま一度指針を明確

化するため、令和２年度牛久市一般会計予算に対する附帯決議案を提出いたします。 

○黒木委員長 ほかに討論はありませんか。 

 なければ、以上で討論を終結いたします。 

 それでは、ここで、自席にて暫時休憩いたします。 

午後４時３１分休憩 

                                    

午後４時３３分開議 

○黒木委員長 それでは、再開いたします。 

 ただいま、加川委員より附帯決議案が出されました、令和２年度牛久市一般会計予算に対する

附帯決議案について提案者に説明を求めます。加川委員。 

○加川委員 本附帯議案を提出する事由ですが、５，０００名の小学生に一律に安全、健康、人

権に大きく影響するヘルメットを着用させるのは困難があると思うからです。 

 私は、当初、徒歩通学用ヘルメットには大きな疑問を抱いていました。しかし、導入から１年

たち、さまざまな視点からこの施策を見つめ直しました。最初に、交通事故に遭い経度で済んだ

例、このお子さんには、また、保護者には、ヘルメットはお守りとなるでしょう。しかし、この

ヘルメットが負担になる特定疾患があります。斜視・弱視の方です。斜視の方は、眼球が光に反

応できず、目に直接光を浴びてしまいます。つば３センチのヘルメットでは目が守られません。

当然、学校に申請すれば安全帽の着用は認められますが、なぜ帽子をかぶるのかを周囲に明らか

にしなければなりません。結果、斜視が明らかになり、いじめられる、からかわれると、子供た

ちは我慢しています。放っておくと再手術や失明の危険を伴うそうです。隠したい障害がありま

す。学校にも知られたくない障害があります。そして、保護者が本人にも隠している障害すらあ

ります。今回、この事案に関して請願を上げたいという方がいらっしゃいましたが、声を上げる
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ことをためらっている保護者が一つの小学校につき４家庭から５家庭あります。さらには、子供

の通学方法もさまざまです。自転車通学もせざるを得ない奥野地区、自動車送迎、そして遠距離

通学の児童もいます。 

 よって、次の３項目について提案いたします。 

 １、市教育委員会は、徒歩通学時のヘルメット着用に関して、児童の状況に応じた保護者判断

とするという明確な指針を周知する。 

 １、通学用ヘルメットの着用について、市教育委員会は交通安全指導の一環であり、着用は保

護者責任のもと、任意で行う旨をかっぱメール等で発信する。 

 １、学校長から担任、そして児童へと、保護者同意があれば安全帽での登校も可能であること

を口頭と連絡帳で周知する。 

 以上の３点です。 

 どうか児童の身に置き換えて、小さな声をお聞き取りくださいますようお願いいたします。 

 この３月は、６年生にとっては安全帽をかぶる最後のチャンスです。ヘルメットで向かう卒業

式、余りにもかわいそうです。委員の皆様にお願いを申し上げて提案事由といたします。 

○黒木委員長 以上で、加川委員の説明は終わりました。 

 これより、付託されました６件の議案につきまして順次採決いたします。 

 採決は挙手により行います。  

 まず、議案第２７号、令和２年度牛久市一般会計予算は、原案のとおり決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

      〔賛成者挙手〕 

○黒木委員長 挙手全員であります。よって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

 ただいま可決されました議案第２７号に対しましては、加川委員より、令和２年度牛久市一般

会計予算に対する附帯決議案が提出されております。 

 これより、提出されました附帯決議案に対する質疑を許します。甲斐委員。 

○甲斐委員 質疑させていただきます。 

 文章の中で何点か確認なんですが、目疾患、皮膚疾患児童に健康上のヘルメットの着用は推奨

できないとの声もあるというのに関連して、こういう症状のあるお子様じゃないと、このヘルメ

ット着用の特例といいますか、そういうのが認められるということで、これは書かれているのか

どうなのかお尋ねします。 

○黒木委員長 加川委員。 

○加川委員 甲斐委員の質問にお答えいたします。 

 各小学校について対応がさまざまになっているのが現状でございます。１つの学校について、

即時認める場合もありますし、それでは認められないと突き返された事由もあると伺っておりま

す。 

○黒木委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 なければ、以上で、令和２年度牛久市一般会計予算に対する附帯決議案に対する質疑を終結い
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たします。 

 続いて、附帯決議案についての討論を行います。北島委員。 

○北島委員 このヘルメットの問題、最初に議会に提案されたときからさまざまな意見が出され

ていまして、実際の運用上、決議案にも書かれてありますが、学校によって運用上差があると。

そして、もう一つは、病気であるということの届け出をやればいいという運用が多くのところで

されているようですが、そういった条件をつけるというのは、私は半強制ではないかと。執行部

の皆さん、執行部のこの間の討論では、強制ではないと強調していましたが、半強制だろうと考

えざるを得ません。そういう点からこの決議案、このことによってそういった運用上の差をなく

すること、それから、何より子供本人、そして保護者の判断を尊重すること、そういうことで市

民の誤解も解けるし、この問題にけりをつけるという意味から、この決議案には賛成いたします。

皆さんの御理解をお願い申し上げます。 

○黒木委員長 ほかに討論ございませんか。 

なければ、以上で、附帯決議案についての討論を終結いたします。 

これより附帯決議案について採決いたします。 

議案第２７号に対し、令和２年度牛久市一般会計予算に対する附帯決議案を付することに賛成の

方の挙手を求めます。 

      〔賛成者挙手〕 

○黒木委員長 挙手少数であります。よって、議案第２７号に対し、令和２年度牛久市一般会計

予算に対する附帯決議案を付することは否決されました。 

 次に、議案第２８号、令和２年度牛久市国民健康保険事業特別会計予算は、原案のとおり決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

      〔賛成者挙手〕 

○黒木委員長 挙手全員であります。よって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２９号、令和２年度牛久市青果市場事業特別会計予算は、原案のとおり決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

      〔賛成者挙手〕 

○黒木委員長 挙手全員であります。よって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３０号、令和２年度牛久市介護保険事業特別会計予算は、原案のとおり決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

      〔賛成者挙手〕 

○黒木委員長 挙手全員であります。よって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３１号、令和２年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算は、原案のとおり決

することに賛成の方の挙手を求めます。 

      〔賛成者挙手〕 

○黒木委員長 挙手多数であります。よって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３２号、令和２年度牛久市下水道事業会計予算は、原案のとおり決することに賛
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成の方の挙手を求めます。 

      〔賛成者挙手〕 

○黒木委員長 挙手全員であります。よって、議案第３２号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。委員長報告書の作成は、委員長一任ということで御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○黒木委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長報告書の作成は委員長一任と決定いたし

ました。 

 以上をもちまして本委員会に付託されました案件審査は全て終了いたしました。 

 これをもちまして予算特別委員会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後４時４６分閉会 

 


